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午後１時３０分開会 

○教育長 それではただいまから、本年第３回足立区教育委

員会定例会を開会いたします。 

  本日の出席委員数は、定足数であります。よって会議は

成立いたします。 

  それでは、これより審議に入ります。 

 

―――――――――◇―――――――― 

 

○教育長 初めに、会議録署名員の指名をいたします。本日

の会議録署名に杉田委員、小池委員を指名いたしますので、

よろしくお願いいたします。 

 

―――――――――◇―――――――― 

 

○教育長 本日は、議事の日程を変更し、初めに日程第５、

第１６号議案を議題といたしたいと思います。 

  庶務係長。 

○庶務係長 日程第５、第１６号議案「旅館業営業許可に関

する教育委員会の意見について」。 

  以上。 

○教育長 第１６号議案について、宮本学校教育部長から説

明をお願いいたします。 

  学校教育部長。 

○学校教育部長 お手元資料の１７ページ、第１６号議案説

明資料をご覧願います。 

  件名・所管部課名は記載のとおりでございます。 

  旅館業法の規定により、足立保健所長が旅館業の営業許

可を与えるに当たりまして、当該施設から７０メートルの

位置に千寿桜堤中学校が存在するため、足立保健所長から

意見を求められております。 

  施設の概要として、１８ページに平面図を添付しており

ます。また、千寿桜堤中学校と当該施設の位置関係は、１

９ページのとおりでございます。 

  調査の結果では、当該施設の設置によって、環境が著し

く害されることはないと認められるため、営業許可を与え

ることに異議はないとしております。 

  説明は以上でございます。 

○教育長 ただいま説明がありましたので、これより本案の

審議に入ります。 

  第１６号議案について、ご意見、ご質問がありましたら、

挙手をお願いいたします。 

  何か質疑はありますか。 

  どうぞ、葉養委員。 

○葉養委員 わかったらお答えいただきたいのですけれど

も、簡易宿所、いわゆるゲストハウスですよね。外国人居

住者に向けて民泊も含めて特区民泊みたいなものも今、増

えてきつつありますけれども。ただ、学校等との位置関係

とか、そういうものは法令でかなり厳しく規制されている

面があって。もうちょっと詳しく、風営法とか、そういう

ものと関わる施設ではないということを示す情報を出し

ていただけないでしょうか。 

○教育長 生活衛生課長。 

○生活衛生課長 いわゆる風営法に当たるラブホテルとい

いますか、そういうものではございません。一軒家の営業

ということになります。それと、風営法に引っかかるよう

な、そういった施設では無いということで、外観上からも

分かるということでございます。 

○教育長 よろしいですか。 

  葉養委員。 

○葉養委員 一旦出来てしまうと、後で規制ってできないで

すよね。だから、２３区でも非常にそういう施設が多い新

宿区とか、そういうところは区役所のすぐ隣にいっぱい並

んでいる。新規設置については規制ができるのですけれど

も、後で取り消すというのはできないと思うのですね。 

  ですから、きちんと純粋のゲストハウスであるというこ

とが確認されるということであれば、反対ではないですけ

れども。特区民泊なんかも今、政府が広げようとしている

ところですので。 

○教育長 いかがですか。 

  生活衛生課長。 

○生活衛生課長 許可した後は、うちでは適宜、監視指導を

していくということです。 

○教育長 旅館業法で適切に対応できるということでよろ

しいのですね。ということです。 

  小川委員。 

○小川委員 すみません。この資料の１８ページに平面図が

あるのですが、ここには「ハイツ霞」と書いてあります。
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「ハイツ霞」がここなのでしょうか。あと、ここに電球と

か、次の四角い印は「報警器」と書いてあります。多分、

これは、ここのオーナーさん、日本の方でないようなので、

「警報機」のつもりだろうと思うのですが。だからこの資

料は、あくまでもこれはオーナーさんからの資料そのまま

だと私は思うのです。 

  こういうときに、それは本当にこれを確認したのかどう

か。つまり、役所サイドの、行政がつくった資料ではない

ように思うのですが、こういうときは、この資料で私たち

は判断してしまっていいのでしょうかというのがちょっ

と疑問なのですけれども。 

○教育長 生活衛生課長。 

○生活衛生課長 時期につきましては、３月７日に保健所で

立ち入り検査をされたということ、あと消防からも現地で

確認されているということでございます。 

○教育長 この図面は、これは本当に「警報機」の間違いな

のですか。 

○生活衛生課長 そうです。 

○教育長 そうなのですね。そういうことです。すみません。 

  ほかいかがでしょうか。 

○小川委員 このままでいいのですね。この資料はこのまま

で。検討するという。 

○教育長 「警報機」は間違いですね。 

○小川委員 あと「ハイツ霞」というのは、「花豆民宿」と

書いてもらわないと。 

○教育長 生活衛生課長。 

○生活衛生課長 これにつきましては、正しい形で差し替え

させていただきます。 

○教育長 もう名前は決まっているのですか。その旅館の名

前ですよね。 

○小川委員 「花豆民宿（ＧＵＥＳＴ・ＨＯＵＳＥ）」と書

いてある。 

○教育長 この名前なのですね。 

○生活衛生課長 そうですね。「花豆民宿」という形です。 

○教育長 なるほど。資料については、差し替えていただく

ということでよろしいですか。 

○小川委員 はい。 

○教育長 ほかにいかがでしょうか。 

（なし） 

 無いようですので、これより第１６号議案「旅館業営業

許可に関する教育委員会の意見について」を採決いたしま

す。 

  資料については、差し替えるということでお願いしたい

と思います。 

  本案は原案のとおり決することに賛成の方の挙手を求

めます。 

（挙手全員） 

 挙手全員であります。よって、本案は原案のとおり議決

することにいたします。 

 

  佐久間生活衛生課長と吉弘主任はこれで退席させてい

ただきます。お疲れさまでした。 

 

―――――――――◇―――――――― 

 

 次に、日程第１、第１２号議案を議題といたします。 

  庶務係長。 

○庶務係長 日程第１、第１２号議案「足立区教育委員会事

務局組織規則の一部を改正する規則」。 

  以上。 

○教育長 第１２号議案について、宮本学校教育部長から説

明をお願いいたします。 

  学校教育部長。 

○学校教育部長 お手元資料の２ページ、第１２号議案説明

資料をご覧願います。 

  件名・所管部課名は記載のとおりでございます。 

  内容は、教育委員会事務局の組織改正に伴い、事務局組

織規則の一部を改正するものでございます。 

  主な改正内容でございますが、まず１点目は、子ども家

庭部において、家庭教育に関する事務を青少年課に一元化

します。２点目は、子ども施設指導・支援担当課を新設い

たします。３点目は、こども未来創造館を地域のちから推

進部に事務移管するとともに、体験学習支援を拡充いたし

ます。 

  これらに伴いまして、該当所管の分掌事務を改正いたし

ます。あわせて、各課における分掌事務の規定を整備いた

します。 

  改正内容の詳細は、３ページから６ページまでの新旧対
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照表をご確認ください。施行日は４月１日でございます。 

  説明は以上でございます。 

○教育長 ただいま説明がありましたので、これより本案の

審議に入ります。 

  第１２号議案について、ご意見、ご質問がありましたら、

挙手をお願いいたします。 

  何か質疑はありますか。よろしいですか。 

  どうぞ、葉養委員。 

○葉養委員 組織変更というのは、しょっちゅうやらなけれ

ばいけないことだと思うのですけれども、組織変更をした

効果というものをチェックする取り組みというのは何か

考えられているのでしょうか。 

  評価・点検というのは、今日の議案にもなっていますけ

れども、そういう中でやるのか、毎年のように、多分、改

定を出さざるを得ない面はあるとは思うのですけれども、

その評価のところを教えてください。 

○教育長 子ども家庭部長。 

○子ども家庭部長 評価のところでございますけれども、今、

区民評価、事務事業の評価、それぞれの事業についての評

価をしております。移管後も同じような形で評価をした上

で翌年の事務に反映していく、そういった仕組みでしてい

きたいと考えてございます。 

○教育長 今回の改正の中で３つあるのですけれども、家庭

教育に関するものについては、これまでのものを一層強化

していくということ。これから「子ども施設指導・支援担

当課」については新設だということ。それから３つ目の、

これは一番、今までやってきて、こども未来創造館の入場

者数だとか、来場者の方の満足度とか、そういうことにつ

いてはかなり突っ込んだチェックをしている。それから指

定管理者ですので、指定管理者の評価もしているという状

況です。そういうことを前提に移管するところです。 

  いかがでしょうか。ほかよろしいですか。 

（なし） 

  無いようですので、これより第１２号議案「足立区教育

委員会事務局組織規則の一部を改正する規則」を採決いた

します。 

  本案は原案のとおり決することに賛成の方の挙手を求

めます。 

（賛成者挙手） 

  挙手全員であります。よって、原案のとおり議決するこ

とにいたします。 

 

―――――――――◇―――――――― 

 

  次に、日程第２、第１３号議案を議題といたします。 

  庶務係長。 

○庶務係長 日程第２、第１３号議案、「足立区いじめ問題

対策委員会設置条例施行規則の一部を改正する規則」。 

  以上。 

○教育長 第１３号議案について、宮本学校教育部長から説

明をお願いいたします。 

  学校教育部長。 

○学校教育部長 お手元資料の８ページ、第１３号議案説明

資料をご覧願います。 

  件名・所管部課名は記載のとおりでございます。 

  これまで、いじめ問題対策委員会の庶務は、教育政策課

が担当しておりましたが、これを教育指導課に事務移管す

ることに伴いまして、規則を改正するものでございます。 

  施行年月日は、４月１日でございます。 

  説明は以上でございます。 

○教育長 ただいま説明がありましたので、これより本案の

審議に入ります。 

  第１３号議案について、ご意見、ご質問がありましたら、

挙手をお願いいたします。 

  何か質疑ありますか。 

  どうぞ、葉養委員。 

○葉養委員 すみません。詳しく知るために１つ確認させて

いただきたい。 

  教育政策課を指導課に改めることによって、どういう効

果を生み出そうとしているかという点を説明いただけな

いですか。 

○教育長 学校教育部長。 

○学校教育部長 いじめ問題対策委員会の資料の作成につ

きましては、従来までも教育指導課が担当しておりました。

要は、事務行政職ではなかなか理解の困難な、専門的な内

容があるということで、教員職の方々で作成をしていただ

いておりました。教育政策課は、基本的には、委員との日

程調整ですとか、そういった形式的な事務調整だけという



4 
 

ことで、両課が合同してやっておりましたが、より効率

的・効果的にこのいじめ問題対策委員会の庶務を行ってい

くためには、教育指導課に一本化したほうがよりできるだ

ろうと、そういう考え方でございます。 

○教育長 よろしいでしょうか。 

（なし） 

  無いようですので、これより第１３号議案「足立区いじ

め問題対策委員会設置条例施行規則の一部を改正する規

則」を採決いたします。 

  本案は原案のとおり決することに賛成の方の挙手を求

めます。 

（賛成者挙手） 

  挙手全員であります。よって、本案は原案のとおり議決

することにいたします。 

 

―――――――――◇―――――――― 

 

  次に、日程第３、第１４号議案を議題といたします。 

  庶務係長。 

○庶務係長 日程第３、第１４号議案「足立区こども未来創

造館条例施行規則の一部を改正する規則」。 

  以上。 

○教育長 第１４号議案について、鳥山子ども家庭部長から

説明をお願いいたします。 

  子ども家庭部長。 

○子ども家庭部長 それでは、１１ページをご覧いただきた

いと思います。 

  件名・所管部課名につきましては、記載のとおりでござ

います。 

  先ほど、１２号議案でもございましたけれども、青少年

課で行っておりましたこども未来創造館の庶務につきま

して、地域のちから推進部の地域文化課に移管をいたしま

す。その関係で、規則を改正するものでございます。 

  施行年月日は平成２９年４月１日からでございます。 

  新旧対照表につきましては、１２ページ、１３ページで

ございます。 

  説明は以上でございます。 

○教育長 ただいま説明がありましたので、これより本案の

審議に入ります。 

  第１４号議案について、ご意見、ご質問がありましたら

挙手をお願いします。 

  何か質疑はありますか。 

  どうぞ、葉養委員。 

○葉養委員 細かいところで、改正後と改正前を１２ページ

で対照している中に、１８条の３項に招集権は教育長にあ

ると書いてあるのですけれども、ただ、庶務は地域のちか

ら推進部となっていくとなると、地域のちから推進部長が

招集するとしなくて大丈夫なのかと、その点だけ教えてい

ただければ。 

○教育長 青少年課長。 

○青少年課長 こちらですけれども、事務につきましては、

教育委員会の事務を補助執行するような形になってござ

いますので、招集については教育長という形でございます。 

○教育長 よろしいですか。 

  ほかいかがですか。 

（なし） 

  無いようですので、これより第１４号議案「足立区こど

も未来創造館条例施行規則の一部を改正する規則」を採決

いたします。 

  本案は原案のとおり決することに賛成の方の挙手を求

めます。 

（賛成者挙手） 

  挙手全員であります。よって、本案は原案のとおり議決

することにいたします。 

 

―――――――――◇―――――――― 

 

  次に、日程第４、第１５号議案を議題といたします。 

  庶務係長。 

○庶務係長 日程第４、第１５号議案「平成２８年度足立区

教育委員会の権限に属する事務の管理及び執行の状況の

点検及び評価について」。 

  以上。 

○教育長 第１５号議案について、須原学力定着対策室長か

ら説明をお願いいたします。 

  学力定着対策室長。 

○学力定着対策室長 １５ページをご覧ください。 

  件名・所管部課名は記載のとおりでございます。 
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  これは地方教育行政の組織及び運営に関する法律第２

６条の規定に基づいて、足立区教育委員会自らの権限に属

する事務の管理及び執行の状況の点検及び評価を実施し、

その結果を公表することで、区民へ説明責任を果たすとと

もに、効果的な教育行政を推進することを目的として行っ

ているものです。 

  平成２８年度は、検証内容として、足立区立園における

幼児教育の取り組みについてということでまとめさせて

いただいております。 

  別添の資料をご覧ください。 

  簡単に内容をご説明させていただきます。 

  １ページ目につきましては、点検・評価の概要でござい

ます。 

２ページ目につきましては、これまでのスケジュールを

まとめさせていただいております。 

  ３ページ目は、足立区立園における就学前教育の取り組

みということで、これまでの取り組みをまとめさせていた

だいております。 

  まず、なぜ教育委員会へ移管されたのかということで、

平成２３年４月に保育園、私立幼稚園を所管する子ども家

庭部を教育委員会に編入したその経緯を書かせていただ

いております。 

  目的といたしましては、ゼロ歳から１５歳までの１５年

間を見通した教育・保育の実現であり、子どもたちの発達

と学びを就学前教育から小学校教育へとつなげることで、

足立区の子どもたちの基礎学力の定着を図っていくとい

うことで書かせていただいております。 

  次に、３ページ下のところですけれども、就学前教育の

実践園として、現場の変化でございます。 

  現場では、幼保小連携や学力状況調査の結果など、従来

の園長会では重視されていなかったような内容も提示さ

れることになりまして、連携園に関して、園長たちの意識

改善につながりました。 

  具体的な取り組みの状況で、（１）園経営計画というと

ころで、１年間の保育運営方針につきまして、区民へのマ

ニフェストという形で平成２３年度から作成して行動し

ているところです。 

  （２）園訪問及び保育観察。こちらでは、就学前教育推

進課の職員が、各園を訪問しまして保育観察を行い、現場

での助言・指導に取り組んで、そういうことを通じまして、

教育・保育の質の向上に取り組んでおります。 

  （３）活動内容の具現化というところです。平成２５年

度には、意欲創造プロジェクトとしまして、保育所保育指

針の内容について、取り組みやすいように愛着形成や読書

活動などの７つの項目をまとめて取り組んでおります。３

歳から５歳までの「遊び」の再構築としては、あだちのプ

ロジェクト型保育としてモデル実践や研究をモデル園で

行っているところです。 

  （４）職員の資質能力向上というところでは、研修の内

容を見直しまして、学識経験者の指導により、保育現場で

学び合う公私立園を対象としましたエリア研修、また、区

立園の園長が指導者となり、５つの各エリア内で年代別の

担任が集まり、学び合う区立園対象の年齢別検討会などを

行っているところです。 

  （５）（６）は省略させていただきます。 

  （７）幼保小連携活動につきましては、平成１８年度か

らスタートしております。区内を１３のブロックに分けま

して、ブロック内の小学校、幼稚園、保育園の間で子ども

の交流活動、職員の交流等を行っているところです。 

  あとは資料の１８ページをごらんください。 

  １８ページは、区民の皆様にまとめていただきました点

検・評価の報告書の内容となっております。 

  取り組みから見えてきた成果と課題を幾つかの点にま

とめていただいております。 

  まず、（１）園訪問を通した指導支援ということで、こ

ちらにつきましては、今後は、園内で相互の教育観察を行

い、学び合うことのできる園内研修の体制の構築が必要で

はないかということを書いていただいております。 

  （２）具現化した活動内容につきましては、意欲創造プ

ロジェクトにつきましては、愛着形成では、保護者に対す

るアンケートで、乳幼児クラスの保護者から、「保育者は、

子どもの状況をよく理解し、適切な対応をしている」と回

答を受けたのが９３．６％であり、高い評価を得ているこ

とや、足立区の区立園においては、いち早く担当制を取り

入れて、その成果が上がっているということを書いていた

だいております。 

  また、あだちのプロジェクト型保育のモデル園の実践報

告からは、「子どもたちの成長する姿が丁寧に見えること
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で、子どもの理解を深める、子どもに学びの基礎が育まれ

ている姿を捉えることができた」ということを、このよう

に１９ページの中ほどに書いていただいております。 

  今後は、特にあだちのプロジェクト型保育につきまして

は、「各園の状況を踏まえながら、実践園を増やしていく

ことが課題である。」と書いていただいております。 

  また、今年度、発達支援児の入園枠が撤廃されたことで、

これまで経験したことがない統合保育が実践されており

ます。そういった園については、「質の高い統合保育の研

修の場としていくことを考えたい。」ということで、１９

ページの一番下に書いていただいております。 

  続きまして、（３）職員の資質能力向上のための研修に

ついてです。こちらは、今後は、園長昇任を見据えた職員

を園内研修のリーダーと位置づけ、育成を図っていく必要

があるということ、また、中ほどに「子どもの年齢別の学

びは、保育者が担当クラスを替わると、研修で得られた内

容が引き継がれていないことがあり、園内での学びの継続

や共有が課題である。」ということを書いていただいてお

ります。 

  続きまして（４）幼保小連携活動についてです。こちら

の課題としましては、「担当者の人事異動により、幼保小

の連携の活動が停滞したり、連携活動に参加しない保育施

設が固定化する地域がある。」ということが大きな課題で

あるとまとめていただいております。区内の全ての保育施

設で小学校の連携をすべきということでございます。 

  今後の方向性として、幾つか書いていただいております。 

  まず、園長のリーダーシップと保育士やその他の職員の

資質能力向上が重要であるということです。そのためには、

「足立区教育・保育研修センター」を立ち上げて、区立の

職員だけではなく、その他の保育施設で働いている職員も

研修できる機会をつくるのはどうかというご提案をいた

だいております。 

  そして、足立区の教育、保育の質を高めるためには、子

どもの保護者との連携を強いものにしていかなければな

らない。２２ページの内容でございますが、そのためには、

保育士や保護者の支援をどのようにしていくのかという

ことを考えていかなければならないということ。また、そ

の延長ではありますけれども、小学校にはスクールソーシ

ャルワーカーが入っております。「保育園の段階から、必

要な家庭には、ソーシャルワーカーとともに保育士が支援

することが大切」ではないかと書いていただいております。 

  これまでの足立区の教育、保育の歩みを経まして、「今

後も実践していくことが重要であり、新しい方法を追い求

めたりせずに、今現在行っている実践を足立区全ての保育

施設で展開していくことが喫緊の課題であろう。」という

ことでおまとめをいただきました。 

  以上でございます。 

○教育長 ありがとうございました。 

  ただいま説明がありましたので、これより本案の審議に

入ります。 

  第１５号議案について、ご意見、ご質問がありましたら、

挙手をお願いいたします。 

  これまで散々議論していただきましたけれども、ここで

何かあれば。よろしいですか。 

  どうぞ、葉養委員。 

○葉養委員 今回は、議論させていただいたので賛成なので

すけれども、来年度以降の課題との関係で、この１ページ

の（２）点検評価の方法の③のところに、「点検評価の実

施に当たっては、教育委員会委員に意見をいただいた」と

書いてあって、法律の２６条の１項を見ると、「教育委員

会は、毎年、その権限に属する事務の管理及び執行の状況

について点検及び評価を行い、」公表しなければならない

となっていて、２項に「教育委員会は、前項の点検及び評

価を行うに当たっては、教育に関し学識経験を有する者の

知見の活用を図るものとする。」という。 

  だから、教育委員会と学識経験者というのは、本来はそ

れぞれ独立と多分考えられていて、私が関係している、私

も委員をいろいろなところでやっていますけれども、やっ

ているところだと、みんな学識経験者というのは別個に委

嘱しているのです。独立した立場で、それぞれ署名入りで、

固有名詞を入れて意見書を出す。もちろん事務局との間で

議会に出す前に調整はしますけれども、基本的には署名入

りなのです。だから、それぞれの個人の自律的な考え方に

基づいて意見を述べて、評価・点検するという。 

  ですから、このどうも足立区の構造が、教育委員会の委

員としては、やはり教育委員は居るのですけれども、この

教育委員とそれから教育委員会の事務局というものがあ

って、何かこの③を見ると、「実施に当たっては、教育委
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員会委員に意見をいただいた。」つまり意見を言う立場で

しかないのかなと。作っているのは教育委員会事務局だと

いうことを披瀝している文章ですよね。 

  そうすると、２６条２項でいう教育委員会から外れて自

律して、教育に関し「学識経験を有する者」が我々なのか

と。では教育委員は何なのだという、やはりその教育委員

としての立ち位置というものが非常に曖昧な感じがする

わけですよ。私も教育委員は２回目なので、長野県の教育

委員をやっていましたから、どうしても比較してしまうの

ですけれども、こういう評価・点検の委員も４つぐらいや

ってきましたので、いろいろな自治体にある程度関わって

いるのです。 

  だから、ここは来年度あたり、例えば２１ページの「今

後の方向性」は、やはりそれぞれの有識者の方が署名入り

で発言することが大きな重みを持つというか、もちろん議

会に出ていきますので、ある程度調整はどこの自治体だっ

てやっているのですけれども、議会に対するインパクトだ

ってある場合もあるのですね。だから、そういう組み立て

を１８ページから２２ページまでのところで、特にこの２

１ページの「今後の方向性」、ここら辺の書き込みの仕方

ですね。それをちょっと来年度あたりからもう一度見直し

ていただけるとありがたい。 

  どういう見直しをするかというのは、これから先の問題

ですけれども、意見としてです。 

○教育長 ありがとうございました。 

  教育政策課長。 

○教育政策課長 葉養委員からのご指摘、大変ごもっともだ

なと感じております。また、次年度早々、この表題、また

内容、委員にご指摘いただきました組み立て等々を含めて、

他区の委員会も参加させていただきながら、次年度に入り

ましたら早々に、また各委員の方々と協議して進めさせて

いただきたいと思います。 

  今回、本当にご意見をいただきまして、ありがとうござ

いました。 

○教育長 次年度に向けて議論をしたいと思います。 

  ほかいかがでしょうか。よろしいですか。 

（なし） 

  無いようですので、第１５号議案「平成２８年度足立区

教育委員会の権限に属する事務の管理及び執行の状況の

点検及び評価について」を採決いたします。 

  本案は原案のとおり決することに賛成の方の挙手を求

めます。 

（賛成者挙手） 

挙手全員であります。よって、本案は原案のとおり議決

することにいたします。 

 

―――――――――◇―――――――― 

 

  次に、日程第６、第１７議案を議題といたします。 

  庶務係長。 

○庶務係長 日程第７、第１７号議案「足立区教育財産の用

途廃止及び用途変更の承認について」。 

  以上。 

○教育長 第１７号議案について、宮本学校教育部長から説

明をお願いいたします。 

  学校教育部長。 

○学校教育部長 お手元資料の２２ページ、第１７号議案説

明資料をご覧願います。 

  件名・所管部課名は記載のとおりでございます。 

  江北中学校は、上沼田中学校と統合し、新校舎を建設い

たします。その改築に伴いまして、現在の校舎は解体いた

しますため、教育財産の用途を変更する必要がございます。 

  用途廃止月日は３月３１日でございます。 

  また、上沼田中学校は、区画整理事業に伴って、道路整

備をいたしましたが、換地処分後も学校用地のままである

ことが判明しております。当該用地は、道路用地として管

理する必要があるため、教育財産の用途を変更するもので

ございます。 

  それぞれの案内図は、２４ページに添付してございます。

用途変更月日は３月３１日でございます。用途を廃止する

財産と変更する財産は、２の（１）と（２）のとおりでご

ざいます。 

  説明は以上でございます。 

○教育長 ただいま説明がありましたので、これより本案の

審議に入ります。第１７号議案について、ご意見、ご質問

がありましたら挙手をお願いします。 

  何か質疑はありますか。よろしいですか。 

（なし） 
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  無いようですので、これより第１７号議案「足立区教育

財産の用途廃止及び用途変更の承認について」を採決いた

します。 

  本案は、原案のとおり決することに賛成の方の挙手を求

めます。 

（賛成者挙手） 

  挙手全員であります。よって、本案は原案のとおり議決

することにいたします。 

 

―――――――――◇―――――――― 

 

  次に、日程第７、第１８号議案ですが、この議案は足立

区教育委員会会議規則第１４条第１項のただし書きによ

る人事に関する件でありますので、非公開の会議といたし

たいと思います。 

  お諮りいたします。 

  第１８号議案につきまして、非公開とすることに賛成の

方の挙手をお願いいたします。 

（賛成者挙手） 

  挙手全員であります。よって、本議案につきましては、

非公開とさせていただきます。 

  畏れ入ります。傍聴人に大変申しわけございませんけれ

ども、議場より退席を一時お願いいたしたいと思います。 

  よろしくお願いいたします。 

 

（傍聴人退席） 

―――――――――◇―――――――― 

 

  これからご審議いただきます第１８号議案に関する別

添資料につきましては、委員会終了後、回収させていただ

きますので、よろしくお願いいたします。 

  それでは、日程第７、第１８号議案を議題といたします。 

  庶務係長。 

○庶務係長 日程第７、第１８号議案「足立区文化財保護審

議会委員の解嘱について」。 

  以上。 

○教育長 第１８号議案について、和泉地域のちから推進部

長から説明をお願いいたします。 

  地域のちから推進部長。 

○地域のちから推進部長 それでは、別冊の資料をお開きい

ただきたいと思います。 

  件名につきましては、足立区文化財保護審議会委員の解

嘱についてでございます。 

  所管部課名が地域のちから推進部地域文化課でござい

ます。 

  内容でございますが、平成２８、２９年度文化財保護審

議会委員の１０名のうちの２名を解嘱という形になりま

す。 

被解嘱者は、表の２のとおりでございましてお２人でい

らっしゃいます。氏名、担当分野、職歴等は記載のとおり

でございます。解嘱理由ですが、お一方は体調不良により

本人の申し出によります。 

もう一方は、平成２９年１月１３日にお亡くなりになり

ましたので、それによる解嘱でございます。 

解嘱年月日は、平成２９年３月２４日となります。 

なお、お２人は解嘱という形になりますが、定足数に影

響はございません。従いまして、後任の委員委嘱の時期は

改めてご報告したいと考えております。 

説明は以上でございます。 

○教育長 ただいま説明が終わりましたので、これより本案

の審議に入ります。 

  第１８号議案について、ご意見、ご質問がありましたら、

挙手をお願いいたします。 

  何か質疑ありますか。よろしいですか。 

（なし） 

  無いようですので、これより第１８号議案「足立区文化

財保護審議会委員の解嘱について」を採決いたします。 

  本案は原案のとおり決することについて、賛成の方の挙

手を求めます。 

（賛成者挙手） 

  挙手全員であります。よって、本案は原案のとおり決す

ることにいたします。 

  和泉地域のちから推進部長と浅見地域文化課長はこれ

で退席させていただきます。 

   

  非公開の審議が終了いたしましたので、傍聴人の方にお

戻りいただくようお伝えください。 
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―――――――――◇―――――――― 

（傍聴人入室） 

 

○教育長  次に、日程第８、教育長報告です。 

  本日は、現在、開会中の足立区議会第１回定例会での主

な質疑に関して報告いたします。８点ないし９点になろう

かと思います。 

  ２月２２日、第１回定例会が開会されまして、３日間に

わたり本会議で代表質問、一般質問がございました。その

内容を紹介させていただきます。 

  １つは「小学校の英語教育」です。 

  現在、区内では、学級担任が外国語活動アドバイザーと

ともにチームティーチングによる外国語活動の授業を展

開しています。教員は、指導法や発話などのアドバイスや

英語力向上への支援を受けながら、魅力ある楽しい授業を

展開していると。 

  平成２９年度は、平成３０年度の先行実施を見越して、

外国語活動アドバイザーを増員するとともに、教員研修と

あわせて計画的に教員の英語指導力の向上を図ることで、

小学校英語の必修化、教科化への課題を乗り越えていくこ

とができるように全力を挙げるという答弁をさせていた

だいております。 

  ２つ目は、「足立区における主権者教育」です。 

  特に、１８歳、１９歳の低投票率についての現場での指

導についてご質問がありました。 

  答弁は次のとおりです。 

  主権者教育の目的は、単に政治の仕組みについての知識

を習得させることにとどまらず、主権者として社会の中で

自立し、他者と連携・協働をしながら、社会を生き抜く力

や、地域の課題解決を社会の構成員の１人として、主体的

に担うことができる力を身につけさせることである。 

  そのため、特に教育現場で、生徒の国政や地方政治に関

する事前知識の付与と授業における政治的中立性の担保

に注意を払っていくと答弁させていただいております。 

  また、「学校施設の整備について」ということで、クー

ラー、特に特別教室におけるエアコンの設置とトイレの洋

式化に関するご質問がありました。 

  小中学校の普通教室に設置している空調機のリース期

間が今年の６月で終わることから、更新時期を迎えるので、

大規模改修工事にあわせて、未整備の特別教室に空調機を

設置する改修計画を作成した。計画では、近年、改築や大

規模改修した学校のとき、小学校６１校、中学校３０校、

合計９１校が対象となるが、平成２９年度は、エアコンの

劣化の著しい学校と保全工事や増築工事を実施する学校

の計１３校に設置する必要予算を計上している。残り７８

校については、遅くとも平成３０年度中に改修をする予定

である。 

  また、トイレについては、今年度より平成３５年度まで

の計画で、洋便器化の割合の低い小中学校、６９校を対象

に改修工事に着手したところだが、ご質問に「都補助の拡

大」というものがありましたので、その対象、期間などを

十分に検討し、 大限活用して、前倒しができるよう取り

組んでいくという答弁をさせていただいております。 

  また、「不登校の児童・生徒が増加している」というこ

とについてのご質問がありました。来年度はチャレンジ学

級については、受け入れ枠を７０から９０、別室登校につ

いては１３校から２０校へと拡大していきます。その実施

状況を見ながら、必要に応じさらなる拡充を検討していき、

また不登校の児童・生徒は、その原因も状況もさまざまで

あり、必要とされる施策も多様である。このため、現在、

不登校対策検討会を設置し、就学前からそれぞれの児童・

生徒に適した多様な支援の方策について検討をしている

と。 

  加えて、新年度は、長期不登校の児童・生徒の実態を調

査する。これをもとにホームエデュケーションを含め、児

童・生徒が必要としている新たな効果的な支援策について

民間等との連携を視野に入れながら検討していくとご答

弁をさせていただいております。 

  続いて、「待機児対策」についてのご質問が幾つかあり

ました。 

  平成３０年４月の待機児ゼロを目指していくとし、特に

保育所用地に対する固定資産税等の減免措置については、

土地所有者への大きなインセンティブになることから、金

融機関等へ積極的に情報提供をし、確実な施設整備につな

げていく、また施設整備に不可欠な保育人材を確保するた

め、区の保育士等、住居借り上げ支援事業について、都の

補助事業をあわせ、平成２８年１１月から就職後５年以内

としていた勤続年数の条件を撤廃しており、さらに来年度
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から栄養士等を対象に加えることを検討しているという

答弁をさせていただいております。 

  また、「給食費を無償化せよ」というご質問が複数あり

ました。これについては、憲法２６条の義務教育の無償と

いう規定ですけれども、 高裁の判例によりますと、憲法

が義務教育を無償とする旨を規定しているのは、授業料を

無償とする趣旨である。学校給食費は学校給食法第１１条

第２項により、保護者の負担と規定されており、かつ経済

的に困難な方に対しては、就学援助制度等で支援している

ことから、現在のところ、学校給食費を無償とする考えは

ないという答弁をさせていただきました。 

  次に、学力の問題で、「学力テストの状況」、その「結果

分析」などのお尋ねがありました。文科省による学力調査

を数年前まで足立区の平均正答率は全教科とも全国平均

を下回っておりましたが、平成２８年度には、小学校にお

いて４教科中３教科で全国平均を若干上回る位置にある。

また、中学校は４年前と比較して、着実にその差を縮めて

いるものの、依然として全国平均を下回っている。また、

東京都の学力調査では、平均正答率の足立区と東京都平均

との差を５年前と比較すると、小学校では１．９ポイント

差を縮め、中学校では０．３ポイント差を縮めている。小

学校は東京都平均との差が大幅に縮まったことから、足立

区の位置が上昇し、中学校は５年前と同等の位置であるこ

とがうかがえると。また、足立区が実施する学力調査です

けれども、平成２８年度は、５年前と比較すると、小学校

における正答率７０％以上の児童の割合が１４．３ポイン

ト、中学校における正答率６０％以上の生徒の割合は２．

５ポイント向上しているというご答弁をさせていただい

ております。 

  そして、中学校が厳しい状況にあることについて、どう

認識し、どうしようとしているのかということですけれど

も、今後は、教育委員会をはじめ、学校や全ての関係者が

改めてこの現状を認識し、学力向上施策に取り組む。具体

的には、学力定着の目標と具体策を明示した各校の経営計

画が確実に実行されているかについて、教育委員会が定期

的に進捗状況を確認し、指導、助言を行っていく。その上

で、進捗状況が思わしくない学校については、人的、物的

支援を工夫していく。併せて教科指導専門員等における授

業力の向上、小中連携事業、外部人材や、ＰＴＡや開かれ

た学校づくり協議会を初め、地域の方々との連携による補

修・補充や家庭学習の定着化などに取り組み、中学校の学

力向上に成果を上げていくと、以上のように答弁させてい

ただきました。 

  私からの報告は以上です。 

 

―――――――――◇―――――――― 

 

  続いて、報告事項に入ります。 

  ご質問は全ての報告が終わってからまとめてお受けし

たいと考えます。 

  初めに、①について、杉岡教育政策課長、お願いします。 

  教育政策課長。 

○教育政策課長 畏れ入ります。教育委員会報告の２５ペー

ジをお願いいたします。 

  件名・所管部課名は記載のとおりでございます。 

  足立区立栗原北小学校開かれた学校づくり協議会の会

長、また同校の校長と連名により「足立区学校運営協議会

設置校指定申請書（再指定分）」が提出されました。 

  内容の提出書類の検討、または協議会会長、学校長との

協議を踏まえ、達成することができる学校と判断いたしま

して、下記のとおり学校運営協議会を置く学校として再指

定をすることを決定しましたのでご報告申し上げます。 

  指定期間でございますけれども、２９年４月１日から４

年間、学校運営協議会の委員の任期は４月１日から２年間

でございます。 

  下の参考で、コミュニティ・スクール、現在一覧は記載

のとおりでございます。 

  なお、栗原北小学校は、再指定の間、約半年間の休会で

ございましたので、これまで１０校でございました。これ

で栗原北小学校が入りまして、現在、コミュニティ・スク

ールは１１校でございます。 

 今後の方針でございます。引き続き、学校と地域、保護者

の３つが十分思いが合致した学校から、順次、学校運営協

議会を設置してまいります。 

  説明は以上でございます。 

○教育長 次に、②について浮津教育指導課長、お願いしま

す。 

  教育指導課長。 
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○教育指導課長 次の２６ページをご覧ください。 

  件名・所管部課名は記載のとおりです。 

  東京都教育委員会から校長と副校長の異動内示がござ

いましたので、報告をさせていただきます。 

  小学校、校長が２４名、副校長が１７名、中学校のほう

は校長が１１名、副校長が１１名の異動等がございました。 

  見ておわかりのように、昇任数が非常に少なくなってお

りますが、その理由は再任用を増やしていくということで、

管理職のなり手が少ないということで、再任用の継続もし

くは新規を増やしておりますのでこういう結果になって

おります。 

  ３月７日、電話で本人止まりということで連絡をさせて

いただいております。４月３日、辞令伝達式を行います。 

  私からは以上です。 

○教育長 次に、③について、斎藤学校指導担当課長。 

  学校指導担当課長。 

○学校指導担当課長 続きまして、２７ページをご覧くださ

い。 

  件名・所管部課名は記載のとおりでございます。 

  リストバンド型活動量計を使った調査、秋の集計がござ

いましたので、春、秋をあわせてご報告させていただきま

す。 

  具体の数値は２７ページ以降になります。まず、こちら

の資料の見方でございますが、上が春の調査、下が秋の調

査になります。網かけの部分は、春と比較しまして改善が

見られた点でございます。 

  ここで３点、特徴的なものをご案内させていただきます。 

  まず、２９ページ、３０ページの平均歩数でございます

が、今回、３地区でやりましたけれども、 も数値の良か

った地域と少なかった地域、小中学生で５，０００歩以上

の差がございました。 

  今後、運動遊びや運動のガイドラインを作成してまいり

ますけれども、この際も、やはり子どもたちの学校の実情

や取り巻く環境など、そういった地域性も加味してガイド

ラインを学校、保育園が独自に作っていくものにしていか

なければいけないと感じているところでございます。 

  続きまして、睡眠に関することでございますが、３１ペ

ージ以降になります。 

  今回、平均睡眠時間や平均就寝時刻はやはりかなり厳し

い数値も出ているのですが、特に、千住地区の保育園、小

中学校には、先行して睡眠について、「よい睡眠について」

というテーマで学識経験者を招きまして、保育園は５歳児

のでございますが、保護者向けの講演会を、そして小中学

校は実際に授業に入っていただきました。 

  その結果、第二日ノ出町保育園になりますが、平均の就

寝時刻、寝る時間が３０分早まりまして、結果的に睡眠時

間が３０分長くなってございます。保育園には及びません

が、小中学校にもいい結果が見られている。 

  このことから、やはり睡眠について、しっかり理解をし

ていただくことで効果があらわれるのではないかという

ことを感じてございます。 

  今後、保護者向け、そして子どもたち向けの講演会や授

業を毎回、外部の先生を招くということはできませんので、

学校でできるような授業のモデル、パッケージをつくって

いきたいと思います。 

  後に、課題としまして、これは春・秋両方とも見られ

ましたが、やはり平日と休日の子どもたちの生活リズムが

かなり違う。これは運動量もそうですけれども、睡眠時間

もやはり休日に子どもたちは夜更かし、朝寝坊、特に女子

に傾向が強いのですが、寝だめという傾向が見られます。 

  これにつきましては、平日と同じ生活リズムで生活する

ことが望ましいと考えられますので、このことについても

改善の策を考えてまいりたいと思います。 

  以上でございます。 

○教育長 次に、④について、稲本学校施設課長、お願いし

ます。 

  学校施設課長。 

○学校施設課長 お手元資料３７ページをお開きください。 

  件名、所管部課名については記載のとおりでございます。 

  東綾瀬小学校におきましては、今後、児童数が増加する

見込みであることから、校舎を増築して対応することにな

りました。 

  児童数の見込みについては１に記載のとおりでござい

ます。 

  ３５年度にはおおよそ７２１名の子どもたちがこちら

に通う分析でございます。 

  現状と転用については記載のとおりで、現状は１５教室

ございます。これに伴いまして、いろいろとやりとりをさ
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せていただいて、２４教室まで教室を確保するといったと

ころでございます。 

  ３でございますけれども、増築の計画。こちらは３９ペ

ージをご覧いただきますと、記載のとおり、右から一定の

斜線で印をつけております。真ん中にございます図書室で

すとか、あるいは会議室、職員室、こちらの管理棟の部分

を増築させていただきます。これに伴いまして、既存の管

理諸室を動かして、普通教室の整備を行うということが今

回の増築の趣旨でございます。 

  今後の予定でございますが、本年度に設計を終わらせま

して、２９年度より工事を開始し、３１年度から 終的に

校庭の改修工事を終わらせて、全ての工事が終わるといっ

たところでございます。 

  今後の方針でございますが、学校運営に支障を来たさぬ

よう、学校関係者や地域住民、関係機関と十分に協議を行

い、安全確保の上、十分に工事説明会等を開催し工事の理

解を得ていく。 

  私からは以上になります。 

○教育長 次に、⑤について、金子待機児ゼロ対策担当課長、

お願いします。 

  待機児ゼロ対策担当課長。 

○待機児ゼロ対策担当課長 それでは、教育委員会報告、４

０ページをお開きください。 

  件名・所管部課名は記載のとおりでございます。 

  昨年８月に改定いたしました待機児童解消アクショ

ン・プランの整備内容の変更につきまして、ご報告するも

のでございます。 

  変更点は大きく２つございます。 

  １つは、平成３０年４月、待機児童解消に向けまして、

保育需要の見込みの見直しをさせていただき、認証保育所、

小規模保育所の整備地域を決定したものでございます。 

  具体的には、４１ページ、次のページの上段の図をご覧

ください。このように右下に課題を２つ掲げてございます。

アといたしまして、改訂した８月以降に出てまいりました

新規マンション開発啓発による需要の受け入れです。 

  もう１つは、図の中に星印で記載してございます認可保

育所１０園の開園に備えまして、需要が掘り起こされるだ

ろうという予測を立ててございまして、それの対応のため

に、記載の丸印が小規模保育、四角が認証保育所でござい

ますが、従来、３施設ずつだったものを１つずつ増やして、

４園ずつの整備を記載の地域にしていきたいというもの

でございます。 

  これによりまして、５８施設で１，０１５人の定員拡大

を図り、３０年４月に待機児童の解消を目指すものでござ

います。 

  変更点の２つ目でございますけれども、待機児ゼロの継

続に向けてということで、３０年４月以降の大規模マンシ

ョンの開発、あるいはそのマンションからの保育需要の本

格化、それに対応していこうというものでございまして、

認可保育所を４１ページの下の図でございますけれども、

記載をし、５カ所に認可保育所を整備していきたい。従来

３カ所であったものを２園増やしているというところで

ございます。定員数は３２０人分の整備を図るものでござ

います。 

  次の４２ページにつきましては、今、ご説明申し上げま

した整備地域と定員数を表にまとめたものでございます。

後ほどご覧いただければと思います。 

  続きまして、４３ページでございますが、今、整備計画

の見直し、変更にあわせまして、今後の整備方針、特に、

用地の確保あるいは保育事業者選定の方針について、記載

の４点に整理をさせていただいたところでございます。 

  また、５番の２９年度のスケジュールでございますけれ

ども、５月に各保育施設事業者の公募をさせていただこう

と思ってございます。７月以降から選定審査会を経まして、

事業者を決定してまいりたいと考えているところでござ

います。 

  今後の方針でございますけれども、１、用地確保が課題

でございます。重要なことでありますので、都、主税局か

ら発表されております土地所有者の固定資産税の減免な

どのインセンティブ情報につきまして、金融機関を通じて

積極的に提供し、確実な整備に努めてまいりたいと考えて

ございます。 

  また、２、大規模マンションの開発につきましては、か

ねてより取り組んでございますけれども、事前協議により

まして、保育施設の整備を要請していきたいと考えてござ

います。 

  また、３番としまして、公有地の活用を積極的に図って

まいります。 
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  また、４番の 後でございますけれども、整備につきま

しては、記載のメディア等を活用しまして広く周知をして

いくものと考えているところでございます。 

  説明は以上です。 

○教育長 次に、⑥と⑦について、松野子ども施設整備課長、

お願いします。 

  子ども施設整備課長。 

○子ども施設整備課長 それでは、４５ページをお開きいた

だきたいと思います。 

  ただいま、アクション・プランの追加のご報告がござい

ましたけれども、もともとは８月に出た計画に基づきまし

て、認可保育所を自ら整備しますと、３０年４月に開所、

運営する事業者について、足立区子ども施設指定管理者等

選定等審査会を開催しまして、審査、答申を受けまして、

今回、選定をいたしたもので、ご報告いたします。 

  １番のほうに、審査会の開催日、それから審査件数を記

載させていただいております。 

  ２番でございますが、具体的な予定事業者をご説明させ

ていただきます。 

  まず、東和・中川地域、ビーフェア株式会社でございま

す。こちらの会社は、新宿区にありまして、既に小規模保

育、それから認証保育所等の実績があるところでございま

す。 

  こちらの選定に当たりましては、まず、４６ページをお

開きいただきたいのですが、１２月９日の審査会で基準と

なる総合評価点の６割を超えて７割近く得点しておりま

したが、図面の再検討が必要ということになりましたので、

再度、２９年２月１４日の審査会にお諮りをしまして、異

議なく選定をされました。 

  内容につきましては、４８ページから５１ページにその

事業者のさらなる情報、それから審査会のときの結果、審

査表を記載させていただいているところでございます。 

  ４６ページにお戻りいただきまして、千住地域の選定結

果でございます。株式会社Ｋｉｄｓ Ｓｍｉｌｅ Ｐｒｏ

ｊｅｃｔでございます。こちらは港区にある事業所でござ

いますが、認可保育園等の実績がある事業者でございます。

こちらのほうの選定に対しましては、基本になる６割を超

え７割近くの点を獲得しておりまして、実地調査の評価も

大変よくございました。異議なく選定がされております。 

  詳細につきましては、同じように５２ページから５４ペ

ージに事業者の内容とそれから審査の際の点数表を記載

させていただいております。 

  続きまして、梅田地域でございます。 

  株式会社バンビーノ。これは梅田にある区内事業者でご

ざいまして、認証保育所の１園を運営している会社でござ

います。 

  今回の選定に当たりましては、２７ページに記載させて

いただきましたけれども、２事業者の応募がございまして、

両者とも総合得点は７割を超える状況でございました。審

査委員の評価も分かれましたけれども、区内事業者及びワ

ークライフバランスの推進認定企業への加点というのが

決め手となりまして、区内事業者に選定したという結果に

なっております。 

  内容につきましては、５５ページから５８ページにこの

事業者の紹介と、そのときの評価点の表と、それからもう

１事業者、同じく選定のときに審査された事業者について

の点などもございますので、後ほどご覧いただければと思

います。 

  それから、私からもう１点につきまして、ご報告をさせ

ていただきます。 

  ５９ページをお開きくださいませ。 

  件名・所管部課名は記載のとおりでございます。 

  同じくアクション・プランに基づきまして、認証保育所

の運営予定事業者の選定もしてございます。 

  ２月１４日、同日に選定がございました。 

  こちらにつきましては、中ほどに記載しておりますが、

生活協同組合パルシステム東京が西新井駅周辺・中央本町

地域の事業者として選定をされております。 

  ５９ページの下に記載をさせていただいておりますけ

れども、個人対象の生活共同組合は、配送施設の建て替え

に伴いまして、保育施設と高齢者の共生ケア施設を開設し

たいという意向をお持ちになりまして、今回の応募に手を

挙げてまいりました。総合点数は６割を超える点数となっ

ておりましたが、園長予定者の評価が低くて、園長を含め

て、職員の配置計画も含めて再考することという附帯条件

を付けさせていただきまして、今回、選定されたという運

びになっております。 

  詳細につきましては、同じように６１ページ、６３ペー
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ジに事業者の概要及びそのときの審査の結果表を付けさ

せていただいているところでございます。 

  以上でございます。 

○教育長 次に、⑧について、千ヶ崎子ども施設入園課長、

お願いします。 

○子ども施設入園課長 報告資料６４ページをご覧くださ

い。 

  件名・所管部課名は記載のとおりでございます。 

  本件は荒川区にございました認証保育所が虚偽の報告

があったとして、東京都から認証を取り消され、足立区の

お子さんが通っていたわけで、その分について、足立区か

ら補助金を支出しておりましたので、この返還を求めてこ

の事業者に対して裁判を提起したものでございます。 

  具体の金額やこれまでの対応につきましては、記載のと

おりとなっております。 

  今後につきましては、裁判の状況を見て、また適宜、報

告をさせていただきたいと思います。 

  私からは以上です。 

○教育長 以上で報告事項を終わりたいと思います。 

  これらの件について、各委員からご意見、ご質問があり

ましたら、挙手をお願いいたします。 

  小池委員。 

○小池委員 すみません。運動量の調査のことでございます。 

  調査結果の比較ということで、２の平均睡眠時間の増加

については、学識経験者の方が講演を行って、そこで保護

者が睡眠の大切さを知って、家庭でその改善を図られたか

ら睡眠時間が伸びたという因果関係がはっきりここに記

載されているのですが、その１つ目の平均歩数の学校間調

査は、２回目に５，０００歩増えたということなのだけれ

ども、その因果関係がここにははっきりと記載されていな

くて、先ほどのお話だと、地域の実情等でこれから調べた

いというお話だったのですけれども、秋なので、やはり運

動会のシーズンとか、もともとそういうものがあって、５，

０００歩増える要素があったのではないかと考えられる

し、それは地域性ではなくて季節性ということなのではな

いかなとも読み取れると思うのですね。 

  そこら辺をもう少しこの段階で因果関係について詳し

く記載していただければよかったかなというのと、 後の

運動習慣、睡眠習慣に課題があるということで、夜更かし、

朝寝坊、寝だめという傾向が、どうしてそういう傾向が見

られるのか。それは例えば、家庭が忙しくて、なかなか子

どもたちに目を配れないから、朝おうちの人が働きに行っ

てしまって。そこで子どもがどうしても親のいないところ

で夜更かししてしまうのか、それとももっと違う要素があ

って、そういう生活習慣になっているのかとかということ

を、きちんと見極めて、また報告していただけるようにし

ていただきたいなということです。 

  私からは以上です。 

○教育長 学校指導担当課長。 

○学校指導担当課長 ご指摘ありがとうございます。 

  まず、活動量の調査でございますが、ここはそういった

影響が出にくいところということで、運動会の終了後、あ

と持久走大会の練習が絡まないようにという配慮はして

ございますが、確かにそういった因果関係をこれから調べ

ていかなければならないのと、あと、今回、運動に関して

は、私ども一切介入していないのです。すいません、そち

らの業務に。  

  ただ、子どもたちの状況を見ますと、春の調査を１人１

人カードにして個別に渡していますので、子どもたちの状

況が厳しいということがわかっているところがあります。 

  そこで、入谷地区については、秋は改善を図ろうという

意識が働いていると聞いていますが、それでもまだ千住地

域の数値には及ばないという状況がございます。 

  あと、睡眠の因果関係でございますが、これもご指摘の

とおりで、これから１人１人の個票を追って、その理由、

１つ推察としましては、ＳＮＳやゲームに時間をかなり費

やしていることは想定できるのですが、これにつきまして

も、数値でしっかりと因果関係を調査していきます。 

○教育長 この夜更かし、朝寝坊、寝だめというのは親もそ

うだったりするのかな。僕は直感的に思ったのですけれど

も。それは調査の対象になっているのですか。 

○学校指導担当課長 保育園は保護者向けなのですが、子ど

もの生活を書いてもらっていますので、今、対象のお子さ

んの保護者に直接生活を聞いた項目はまだ無いです。 

○教育長 無いですか。なるほど。ほかいかがでしょうか。 

  よろしいですか。 

  葉養委員。 

○葉養委員 ２９ページからの歩数の箇所ですけれども、結
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局、この都との比較というのが３０ページに出ていて、東

京都は小学４年で平日１万３，０００歩。それに比べると、

足立区の場合、入谷小学校では８，０００歩ぐらいですね、

男の子の場合。だから、低いというのは出てくるのですけ

れども、低いことの要因の問題と、このデータを政策的に

何に活用しようとするかというあたりは、どういう考え方

でおられるのでしょうか。 

○教育長 学校指導担当課長。 

○学校指導担当課長 まず、学校の生活の体育ですとか、休

み時間の改善ということが１つございますが、足立区の小

学校につきましては、もうかなり休み時間の活用は進めて

いますので、実は今回の詳細なリストバンドの調査ではご

ざいませんが、体力調査の際の質問紙票によれば、決して

学校生活の中での運動量というのは、都と比べて遜色ない

状況だということがわかっています。 

  しかしながら、放課後ですとか、あと家に帰ってからの

休み時間ということが遊びということになってまいりま

すので、これはやはり、学校の中で運動遊び等を活性化し

て、家に帰っても遊びたいというものを身につけさせるこ

とと、あと教育委員会だけではなくて、さまざまな関係所

管と連携しまして、放課後子ども教室、さらには地域の公

園、そういった関係所管と連携しまして、これから改善、

検討を図ってまいります。 

○教育長 よろしいですか。 

  葉養委員。 

○葉養委員 こういう調査をやるというのは、非常に重要だ

と思うのですね。子どもの状態をモニターしている。いろ

いろな面でモニタリングというものをしていったほうが

いい。 

学力については、全国一斉の調査もあるし。結局、こう

いういろいろ面をモニタリングしていったときに、学校間

のデコボコがあったりとか、あるいは都全体、県全体から

すると、この学校の場合は低いとか高いとか、そういうも

のが出てくる。 

  そのことの持つ意味、これは多分体力学とか、そういう

専門家がいるので、そういう人の力を借りなければいけな

い面があるのですけれども、前にもちょっとお話ししたか

もしれませんけれども、松本短大の柳沢先生、もう名誉教

授です。その先生が過去数十年間、幼稚園の児童を対象に

毎日歩数を調べていた。 

  そうすると、２５年から３０年前には歩数が２万歩を超

えていたというのですね。今は７，０００歩ぐらいまで、

松本というところは、郡部のほうがむしろ低いようなこと

があるのですが、７，０００歩まで落ちている。東京都の

場合は、これは教育事務の点検評価のときに、指導部長が

同席されましたので、その長野の調査がありますよという

話をしたら、面白そうだからやってみようという、１０年

以上前ですけれども、指導部長がおっしゃっていた。それ

が影響したのかどうかわかりませんが、東京都でデータが

出ている。それで、４年生の男子で１万３，０００歩、女

の子は１万歩だと。 

  だから、松本市が幼稚園児ということはあるけれども、

７，０００歩というのはやはり低いのですよね。数十年前

だと、２万歩の時代があったという。だんだんやっぱり減

ってきている。問題はそれが例えば脳の働きとどういう関

係があるかとか、体力学というのは医学みたいな分野なの

で、筑波大の医学部の先生とチームを組んで、その脳科学

の先生とチームを組んで、その関係性を分析したという。 

  そうすると、脳の活性化と歩数の関係がある、相関関係

があるということがわかったという報告を長野県の教育

委員会でお聞きしたことがあるのですね。 

  だから、単に歩数が少ないではないかということだけで

はなくて、歩数に表現されているものが何であるか。だか

ら、松本のそれだと、脳の活性化と関係があるという。全

部英文ですが、医学の論文ですから、英文の論文ももらい

ましたけれども。だから、国際社会に広がっているデータ

になっていると思うのです。 

  だから、こういう調査、すごくデータとして取ることは

重要なので、ここで止まるのではなくて、何かもうちょっ

と、できれば分析を委嘱しなければいけない。そうすると

お金がかかるとかいろいろなことがありますので、一歩一

歩でいいと思うのですけれども、これが表示するものは、

子どもの発達という面でどういうふうに評価できるのか

というあたりまで少しずつ歩を進めていくと、政策に結び

つく非常に有力な手がかりというものが出てくるかなと

思いますので、ぜひ、将来的にはそういうこともお考えい

ただけるとありがたい。 

  以上です。 
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○教育長 答弁を。 

  山梨大の話が出るのでしょう。 

○学校指導担当課長 今回、この調査の対象のお子さん、保

護者の方に、向こう３年間、追跡調査をお願いして許諾を

いただいているところです。オリンピック・パラリンピッ

クの年なのですけれども、その年に、子どもたちが今より

も元気がいいというのをレガシーにしていきたいという

ところを大きなテーマで進めています。 

  ですので、これからそれぞれに運動、あと睡眠、これに

食が加わってまいりますけれども、それぞれの専門分野の

学識の方に入っていただいて、より細かな集計、分析と、

そしていろいろな取り組みをすることに３年間追うとい

うことは、取り込むことによって改善をしていかなければ

いけませんし、その改善したということがモデルになって

いくと考えておりますので、来年度以降、調査だけではな

くて、具体的な取り組みを始めていきたいと考えます。 

○教育長 協定はいつごろ結ぶのですか。例の。 

○学校指導担当課長 今年度中を目指します。 

○教育長 今年度中を目指してそういった分析を、山梨大の

中村先生か、というようなことも計画しております。 

  ほかいかがでしょうか。 

  小川委員。 

○小川委員 保育の話ですけれども、平成３０年に、１，０

１５人のお子さん分の定員整備を行う予定というか、そう

いうことでたくさんの保育施設が今、認可されつつありま

す。何度か私、言っているのですが、私、今回、３月末で

教育委員が終わりですので、ぜひお願いなのですが、１，

０１５名プラスされていても、待機児童はゼロになかなか

ならない。それは今だって、本来だったら数的にはゼロで

あっておかしくないのですが、ゼロになっていない理由を

やっぱりしっかりと考えて、それで、今、コーディネータ

ーもいるので、１家族１家族に対応した形で相談をされて

いっていると思うし、あと、皆さん大体認可園に入りたい

ということが多いのですが、認可園だけではなくて、小規

模だってなかなかいいですよとか、そのような努力を一緒

にやっていかないと、待機児童ゼロになかなかいかないと

思うのです。 

  ですから、その方法、園だけはいっぱいできたけれども、

相変わらず平成３０年になっても、まだ待機児童が何百人

といます状態になる可能性もあるので、そうならないため

の施策をともに考えていかないといけないし、こんなにた

くさん保育園がふえましたので、ぜひぜひ、先ほどの今年

の教育委員会の点検で幼児教育部門をやったのですが、公

立保育園から私立保育園へ本当に広げていかないと、保育

の質というものがなかなか難しいかなと思っています。 

  そのあたりのことを実践できるようなことをぜひお考

えいただけたらと。要望でございます。 

  以上です。 

○教育長 ありがとうございます。 

  保育の質のガイドラインなども今回、策定しましたし、

それから来年度は、子ども施設指導・支援担当課を作って、

公立から私立への流れというものをつくっていきたいな

と思います。 

  ありがとうございました。 

  ほかにいかがでしょうか。 

  杉田委員。 

○杉田委員 これは質問なのですが、今、放課後子ども教室

が、小学校、どこの学校にもあるということで、たまたま

東綾瀬小学校に訪問したときに、放課後の時間になり、校

庭をのぞいてみましたら、子どもが多い学校ですので、ラ

ンドセルを校庭に置きっ放しにして、教室が無いというお

話を伺ったのです。 

  今回、この案ということで、新しく教室をふやす計画を

見せていただいたのですが、さっきからちょっと探してい

るのですけれども、そういった放課後子ども教室とかに使

える余裕のある教室は、この中にきちんと取られているの

でしょうか。教えてください。 

○教育長 学校施設課長。 

○学校施設課長 ３９ページをちょっとお開きいただきま

して、これはいろいろとこちらの開かれの皆さんと相談さ

せていただきまして、教室棟では一番下の１階の理科室の

上の倉庫棟というものがございます。これは倉庫棟ですけ

れども、別屋で作る建物でございまして、こちらの一番左

にて、倉庫の「倉」の字の隣のところに、ここからグラウ

ンドが全部見渡せるだろうということで、ここに放課後子

ども教室の受付。いわゆるここで受付をして、お母さん方

がここから校庭を見る。ここにランドセル置き場とかをご

用意させていただいて、当然、その中に冷暖房といいます



17 
 

か、それで快適な空間でお母さん方が子どもたちを見守る

ことができるということで、これは地元の皆様方とよく話

をしてこの位置がいいだろうというところでやらせてい

ただきます。実際にこういう建屋ですから、建屋の中の教

室でやるよりも、今も実はグラウンドにブルーシートを敷

いて、ランドセルを並べてやっているのだということを開

かれのリーダーの方から聞きまして、それではまずいだろ

うというところで、いろいろと我々もやりとりをさせてい

ただいて、せっかく増築いたしますので、 大限子どもた

ちを、ということで、当座そのような形をとらせていただ

いたというところが経緯でございます。 

○教育長 よろしいですか。 

○杉田委員 ありがとうございました。 

○教育長 ほかいかがでしょうか。 

  よろしいですか。 

（なし） 

○教育長 では、報告事項を終了いたします。 

  報告事項が終わりましたので、その他に何かあれば。 

  せっかくですが、よろしいですか。 

（なし） 

  無いようですので、以上をもちまして、本年第３回足立

区教育委員会定例会を閉会いたします。 

  お疲れさまでした。ありがとうございました。 

午後２時４９分閉会 
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１ 足立区教育委員会事務の点検・評価の概要      

（１）目 的 

地方教育行政の組織及び運営に関する法律（昭和３１年法律第１６２号）第２６条の規

定に基づき、足立区教育委員会は自らの権限に属する事務の管理及び執行の状況の点検及

び評価を実施し、その結果を公表することで、区民への説明責任を果たすとともに、効果

的な教育行政を推進することを目的としている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

（２）点検・評価の方法 

平成２８年度は、区立園における就学前教育（人間形成を培う幼児期の教育・保育内容

の質的向上を目指した区立園の取り組み）について点検・評価を行った。 

①点検・評価を行った分野 

足立区立園における就学前教育の取り組み 

②これまでの取り組みを踏まえ、教育委員会として今後の方針を盛り込んだ報告書を

作成した。報告書は足立区議会へ提出し、区民に公表する。 

③点検・評価の実施に当たっては、教育委員会委員に意見をいただいた。 

＜平成２８年度教育委員会委員＞ 

葉養 正明 教育長職務代理者 
小川 清美 委員 
杉田 直子 委員 
小池 康之 委員 

④本点検・評価に関連し、教育委員会の所管する事務全般について、足立区の行政評

価制度においても、自己評価（各部の評価及び庁内評価委員会の評価）や区民評価

委員会による評価を行った。 

（参考）地方教育行政の組織及び運営に関する法律 
 (教育に関する事務の管理及び執行の状況の点検及び評価等 )  

第二十六条 教育委員会は、毎年、その権限に属する事務 (前条第一項の規定によ
り教育長に委任された事務その他教育長の権限に属する事務 (同条第四項の規
定により事務局職員等に委任された事務を含む。)を含む。)の管理及び執行の状
況について点検及び評価を行い、その結果に関する報告書を作成し、これを議

会に提出するとともに、公表しなければならない。  
２ 教育委員会は、前項の点検及び評価を行うに当たっては、教育に関し学識経

験を有する者の知見の活用を図るものとする。  
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２ 点検・評価の流れ（実施スケジュール）       

 
 

日程 内容 

４月２８日（木） 教育委員協議会（今年度の教育委員会による事務の

点検・評価のあり方について） 

５月中 事務局による対象事業候補の抽出 

（幼児教育・保育の質、待機児童解消事業など） 

５月２６日（木） 

 

教育委員協議会 

（教育委員による対象事業の決定） 

６月３０日（木） 教育委員協議会 

（各園の研修実施内容、巡回記録の提示） 

１１月２１日（月） 教育委員協議会 

（これまでの取り組みと経緯の説明） 

１１月～１月 報告書の作成 

 

１月２５日（水） 教育委員協議会 

（中間報告、報告書内容の協議） 

２月２７日（月） 教育委員協議会 

（報告書の説明） 

３月１３日（月） 

 

教育委員会定例会議決 

（平成２８年度足立区教育委員会の権限に属する事

務の管理及び執行の状況の点検及び評価について） 
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３ 足立区立園における就学前教育の取り組み 

～教育委員会の組織となって～ 

 

【なぜ、教育委員会へ移管されたのか】 

１ 背景 

 平成18年10月に「認定こども園制度」がスタートし、平成20年に幼稚園教育要領と保

育所保育指針の改定が同時に行われ、幼稚園と保育園の教育内容の整合性が図られた。「養

護」と「教育」の定義がより明確となり、就学前の教育・保育に対する期待は高まり、よ

り高質な教育・保育の内容が求められるようになってきた。 

足立区では、区立幼稚園が２園、認定こども園※１の先駆けであるおおやた幼保園※２が

あり、幼児教育に関するプログラムの作成等に取り組み、幼児教育の振興に力を注いでき

た経緯がある。しかし、時代の流れとともに幼稚園・幼保園はこども園へと移行する中、

平成23年４月、保育園・私立幼稚園を所管する子ども家庭部を教育委員会に編入し、就学

前教育から学校教育への流れを一本化することとなった。 

※１ 認定こども園 

   教育・保育を一体的に行う施設で、いわば幼稚園と保育所の両方の良さを併せ持っている施設。 

   以下の機能を備え、認定基準を満たす施設は、都道府県等から認定を受けることができる。 

 1 就学前の子どもに幼児教育・保育を提供する機能 

 2 地域における子育て支援を行う機能 

※２ おおやた幼保園 平成16年度～平成23年度 

   平成15年７月に策定した「あだち幼児教育振興プログラム」の具体的な取り組みの一つとして

幼保一元化施設として設置。幼稚園・保育園双方の良さを生かした質の高い教育・保育を目指して

の第一歩であった。 

 

２ 目的 

移管の目的は、０歳～15歳までの15年間を見通した教育・保育の実現である。人間形成

の基礎を培う乳幼児期に学びの芽を育み、その後の学校教育につなげていく。子どもたち

の学びの連続性を担保するために組織体制の整備を行い、子どもたちの発達と学びを就学

前教育から小学校教育へとつなげることで、足立区の子どもたちの基礎学力の定着を図っ

ていくためである。 

  

【就学前教育の実践園として】 

１ 現場の変化 

 教育委員会に所属することになった区立園は、「保育サービス」から「15年間の教育を

意識した教育・保育」へと転換する中で様々な変化があった。例えば、毎月保育主管課か

らの情報連絡の場であった園長会は、教育委員会から小中学校の状況等も伝えることで学

校教育を意識する場となった。幼保小連携や学力状況調査の結果など、従来の園長会では
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周知されていなかった内容が提示されたことにより、園経営に関し、園長たちの意識改善

につながった。また、経験値が主体となっていた保育実践についても、改めて一つ一つの

項目を示され、日々の保育を振り返ると共に、取り組むべき内容を可視化して行うことと

なった。 

 

２ 具体的な取り組みの状況 

（１）園経営計画 

   １年間の保育運営経営方針(区民へのマニフェスト)として、平成 23年度から作成し

ている。園経営計画には、園の経営目標、目指す園像、園児像、保育者像などの基本的

な方針のほか、意欲創造プロジェクト（Ｐ６）の７つの項目などが盛り込まれている。

園長の責任において、職員と話し合って策定することで、園長のリーダーシップの育成

を目指しており、また、保育所の計画性、組織性を高め、職員の共通認識を一層深めて

いくこととしている。所管部課長級によるヒアリングを経て完成し、ホームページに公

開している。 

 

（２）園訪問及び保育観察 

  平成 25年度から区立園の指導担当である就学前教育推進課（旧・幼児プロジェクト

推進担当課）が園を訪問し、保育観察を行い、現場での助言・指導に取り組むことで教

育・保育の質を向上させる取り組みを行っている。 

  平成 27年度からは、全てのクラスの保育観察を課職員が全員で行い、園長だけでは

なく各クラス担任に直接助言・指導を行う「一斉訪問」を実施している。 

  現場を訪問することで、意欲創造プロジェクトの理解度や現場の課題が明らかになっ

た。集合研修に「乳幼児の人権」に関する内容を加えたり、年齢別検討会を活用した乳

児期の食事の方法など具体的な関わり方の実践を学ぶ機会を設け、理解を深めた。 

 

（３）活動内容の具現化 

区立園では、経験値による保育が展開されてきたことや教育・保育の一体化の理解が

進まない状況があったことから、平成 25年度に保育所保育指針の内容について、取り

組みやすいように愛着形成や読書活動など７つの項目を「意欲創造プロジェクト」とし

て提示し、３歳から５歳までの「遊び」の再構築として「あだちのプロジェクト型保育」

をモデル実践・研究している。 

参考１「意欲創造プロジェクト」（Ｐ６） 

参考２「あだちのプロジェクト型保育」（Ｐ８） 

 

（４）職員の資質能力向上 

  園長の育成を目的として園長会の運営方法の見直しなどを行い、単なる伝達の場では

なく、研修内容の企画運営や保育内容を協議する場として活用している。 

また、研修を見直し、集合研修を主体とした内容だけではなく、保育者たちがグルー

プで検討できる場を設け、自ら保育を振り返ることのできる機会を提供した。その手法

として実施しているのが、区内を５つのエリアに分けて、その地域ごとのテーマ（専門
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性に基づく環境構成の実践など）で学識経験者の指導により保育現場で学びあう公私立

園を対象としたエリア研修や、区立園の園長が指導者となり、５つの各エリア内で年齢

別の担任が集まり学びあう区立園対象の年齢別検討会である。エリア研修は私立園にも

呼びかけており参加者が増えてきている。年齢別検討会では学んだ内容が翌年のクラス

に引き継がれていない園もあり課題となっている。 

参考３ 研修一覧（Ｐ13） 

 

（５）保護者支援 

  各園の工夫により、クラスだよりや保育の写真掲示などを通して保育や子どもの様子

を知らせ、臨機応変に保護者からの相談に応じている。個人面談や保育参加により子ど

もの発達や園の保育内容について理解が深まっている。 

  また、区立園では、入園枠の撤廃により平成 28年度から各クラスの定員内で発達支

援児を受け入れている。発達支援児が３割を超えるクラスもあるが、子どもたちが共に

育つ統合保育に取り組み、保護者と子どもの発達を支えている。 

  なお、年２回実施している保護者からの園運営アンケートを、園運営の改善に活用し

ている。 

 

（６）地域の子育て支援事業 

  一時保育、保育ママへの代替保育、マイ保育園※等により、地域の子育てを支援して

いる。 

※ マイ保育園 

   ０～５歳児を家庭で自ら保育している保護者や母子手帳の交付を受けている出産前の方に子育

て相談、園行事の案内・参加、園便り送付、絵本の貸し出し、身長・体重測定、給食体験、オム

ツ交換・授乳体験などのサービスを行っている。 

マイ保育園 平成27年度利用件数 5,375件 

 

（７）幼保小連携活動 

   就学前教育から学校教育へ滑らかにつなぐことを目的として平成 18年度からスタ

ートし、区内を13のブロックに分け、ブロック内の小学校、幼稚園・保育園の間で、

子どもの交流活動、職員の交流研修、公開授業、公開保育などを通して交流し、相互

理解を深めている。ブロック別活動は、小学校と区立園から連絡調整の担当を決めて

その学校・園が中心になり、活動の調整を行っている。 

   特に子ども同士の交流活動では、園児は就学への期待を高め、児童は自分の成長を

振り返る良い機会となっている。 

平成27年度実績（Ｐ15・16） 

幼稚園、保育園などと交流活動をした学校 全69校中68校（１校は降雪により中止） 

小学校と交流活動を実施した園数  138園（ブロック会議対象園 全165園中） 

体験給食を実施した園と園児数  125園  3,690人（延べ） 

  

  

（ 
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参考１「意欲創造プロジェクト」の７つの柱 

（１）読書活動の推進 

読書活動を通して絵本が大好きな子どもを育成し、話を聞こうとする姿勢、好奇心、

想像力、言語能力、学ぼうとする意欲等を育てる。 

 

 

 

 

 

 

 

（２）音楽活動の推進 

音楽活動を通して感性、社会性、創造力、集中力等を育てる。 

東京藝術大学との連携により、各園での音楽活動リーダーを育成するための継続研修

と、園内研修として園でのミニコンサートを実施している。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（３）（幼児期に望ましい）遊びが出来る環境づくり 

 子どもが自ら選び、満足するまで遊べる環境を再考することで、好奇心、創造力 

集中力、学ぼうとする意欲等を育てる。 

→ 遊びの再構築（あだちのプロジェクト型保育）（Ｐ８）へ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（実践例） 

各クラスに絵本のコーナーを設置し、落ち着いて読める環境

を整えたことで、子ども達が絵本を手にする機会が増えた。 

絵本だよりや園だよりを通して、子どもたちの人気絵本や年

齢にあった絵本を紹介したり、子どもが自ら絵本を選んで手に

取ることができるように、季節や行事に合わせて絵本の入れ替

えを行っている。友達と一緒に絵本を探す姿が見られる。 

（実践例） 

トーンチャイムやメタルホーン※を使用したミニ演奏会に

他クラスの子どもに随時聴きに来てもらったりしている。 

様々な楽器を使い、個人または友達と合わせて思うような

音が出て喜んだり、好きな歌を気持ちよく歌えたりなど音楽

が好きな子どもが増えている。 
※トーンチャイムとメタルホーンは、子どもの感性や創造力・集中力

を育成する優れた楽器であることから、東京藝術大学講師からの研修

体制を整えた上で導入した楽器である。トーンチャイムは、アルミ合

金製のパイプをたたいて共鳴させる楽器で、軽量で使いやすく、演奏

が簡単でやわらかく響く美しい音色が特色である。ハンドベルのよう

にグループの中の１人１人が音を担当して音楽を作り上げる。メタル

ホーンは、音板が外せて必要な音だけを残せる木琴のような楽器。 

（実践例） 

子どもたちの発達や興味に合った環境構成を常に意識し、見

直している。 

泥団子作り用の土の花壇や、色水遊び用の花のプランター、

虫捕り用の雑草の花壇など、土、草花、生き物に触れて遊べる

環境により遊びもさらに広がっている。 
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（４）乳児保育の見直し（愛着形成の確立） 

担当制の導入により良好な愛着関係を構築し、自己肯定感を育てる。 

乳児担当制は、モデル園での実践を踏まえて全園に展開した。 

 

 

 

 

 

（５）５歳児プログラムの定着 

基本的生活習慣、他者とのかかわり、学びの芽生えからなるプログラムを活用し、子

どもの学ぶ意欲と関心を引き出して、小学校での学びに円滑に接続させる。 

 

 

 

 

 

 

 

（６）運動遊びの定着 

ＣＯＴ※の考え方を踏まえた楽しい豊かな運動遊びを通して、体力、運動能力、様々

な活動への意欲、社会性、創造性等を育てる。 

 ※平成20年から22年の子ども施策３ヵ年重点プロジェクト推進事業における重点施策の一つとして、ＣＯＴ（コ

ーディネーション・トレーニング）を実践した。 

 

 

 

 

 

 

 

（７）おいしい給食の推進（食育推進） 

食育活動を通して、食べる喜び、意欲、健康な体づくりの基礎を育てる。 

 

 

 

 

  

（実践例） 

一人ひとりのペースに合わせてゆったりとかかわり、応答的

な対応を心がけ、安心できる大人との信頼関係を深めるよう努

めてきたことで、子どもたちも安心して遊んだり生活したりす

る姿が見られる。 

（実践例） 

「自分の意見を言う」「人の話を聞く」ことがしっかりと身につくよう、１歳児から大切に

すべき部分を意識して保育している。 

生活の中で、数、量、形、文字などに気づき、興味関心を持ち、実体験を通して理解して

いけるようにしている。 

一人ひとりの課題を明確にし、生活習慣や持ち物の確認などの基本的な部分は家庭との連

携も必要なことを保護者に具体的に説明している。 

 

（実践例） 

経験させたい運動を保育者が意識しながら子どもと一緒に構成

している。 

一人ひとりの園庭遊びの様子を把握し、苦手としていることも

楽しく体験できるよう遊具を設定する。 

乳児は、園庭遊びを日課とし、遊びを通したからだ作りを行っ

ている。 

（実践例） 

弁当箱給食、ガラス鍋炊飯、ホットプレートを使っての調理

などを通して五感を使った食育活動を実践している。 

小松菜、ピーマン、なす、ミニトマトなどの栽培で食物が育

つ喜びを感じたり、育てたものを食べる喜びを感じたりしてい

る。 

栄養士がクラス巡回時に食材の名前や写真、実物を見せた

り、旬や栄養素の働きなどを話したりすることで、食べ物に興

味を持つ子どもが増え、偏食や苦手意識が軽減している。 
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参考２ 

（１）あだちのプロジェクト型保育  

「あだちのプロジェクト型保育」は、「３歳から５歳の３年間を見据えた計画性及び 

系統性のある教育・保育」をめざしている。 

「環境を工夫した室内や園庭での子どもが自ら選んだ遊び」※1と「年間テーマを保育

者が子どもの実態に合わせて工夫して取り入れた遊び」※2で構成されている。 

また、クラスで集まる時間を「サークルタイム」※3として設定している。 

   ※1 自ら選んだ遊びのための環境設定（例） 

     室内：ままごと、積み木、絵本、お絵かきなど、子どもが自分で選んで遊べるようにコーナー

を設け、必要なものを用意。 

     園庭：好きな場所や遊具を子どもが用意して遊べるよう設定。 

   ※２ 年間テーマ 

   
実践園で協議し、教育・保

育で取り組みやすいと判断し

た左記の6つテーマに絞り実

践した。実施時期も、今後こ

の時期でよいのかどうか検討

を重ねた。 

 

 
 

※３ サークルタイム 

学校でのホームルームにあたるもので、保育者と子どもや、子ども同士相互のコミュニケーシ

ョンを図ることで信頼関係を育み、対話と言語表現力を培う。円に座ることで、一人ひとりが互

いに顔を見てコミュニケーションが図れるので、互いに身近さ、安心を感じることができる。 

５歳児の後半では、子どもたちが自主的に議論を進めているような場面も見られる。 

 

（２）モデル実践園 

平成26年度 ２園（五反野、中島根）で実践（「大きさ」のみ） 

平成27年度 ３園（五反野、中島根、上沼田）で１年間実践 

平成28年度 ５園（五反野、中島根、上沼田、伊興、あやせ）で実践中 

 

（３）実践事例 

   モデル園での実践から、①「テーマ 受け入れ」の３園での実践と②「テーマ 色・

形」の中島根保育園での５歳児クラスでの実践を抜粋した。 
 

①「テーマ 受け入れ」【個性の発達】 五反野・中島根・上沼田保育園での実践 

「テーマ 受け入れ」を進める上での共通理解 

   ○子どもにとっては、進級・入園という新しい生活において、安心して自分の思いを

表現することができ、保育者や友達にありのままの自分を受け入れてもらえること

で、自己肯定感、他者への信頼感が育つということ。集団生活のきまりがわかるこ

と。 

○保育者にとっては、一人ひとり違う個性(家庭環境、発達状況等も含めて)を持つク

実施月 テーマ 発達領域 

４・５月 受け入れ 個性の発達 

６・７月 水 知覚の発達 

８・９月 からだ・空間 運動面の発達 

10・11月 色・形 考えることの発達 

12・１月 数える 考えることの発達 

２・３月 大きさ 考えることの発達 
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ラスの子どもの、ありのままの姿を理解し受け入れることで、信頼関係を築いてい

くこと。 

○子どもが安心して積極的に生活できる環境を整えること。保育者はこれからの１年

の保育に見通しを持つこと。 

 

平成28年度 活動計画 （３園での共通事項・詳細は各園により異なる） 

年齢 ３歳児 ４歳児 ５歳児 

ｸﾗｽﾃｰﾏ ○○組で安心して過ごす ぼく、わたしの居場所は○○組 期待を持ってすごす○○組 

ねらい ・新しい担任や保育室に

慣れ、安心して過ごした

り、安心して友達と遊ん

だりする。 

 

・保育者や友達と一緒に遊ぶこ

とがうれしいと感じながら、満

足するまで遊ぶ。 

・新しい環境の中で安心できる

場所や生活の流れがわかり、自

分でできることを喜ぶ。 

・新しい環境を理解し、自分が

安心して過ごす中で進級した

ことを喜ぶ。 

・気の合う友達と一緒に遊び、

満足感を味わう 

・ルールを守って生活するこ

とで、気持ちよく過ごせるこ

とに気づく。 

方向付

け 

 

 

 

 

・優しく朝の受け入れを

してもらったり、かかわ

ってもらったりすること

で、安心して保育園で過

ごす。 

・保護者や保育者に手伝

ってもらいながら身支度

をし、自分の生活の場を

知る。 

・自分の気持ちをわかってもら

ったり、受け止めてもらったり

することで、安心して保育園で

過ごす。 

・どの場所にどのような物があ

るのかを知り、安心して過ご

す。 

・保育者や友達との関わりを

楽しみに登園する。 

・○○○組の環境や生活の仕

方に親しむ。 

見本を

みせる 

 

・みんなと一緒に過ごす

ことを知り、安心して生

活する。 

・自分の好きな遊びを見

つけて楽しむ。 

・友だちと一緒に遊んだり、過

ごしたりすることで、心地よさ

を感じる。 

・生活の手順がわかり見通しが

持てることで、安心して過ご

す。 

・生活の流れや生活に必要な

ことに気付いたり、考えたり

する。 

・生活の中で必要な挨拶をか

わし、みんなで過ごす心地よ

さを感じる。 

理解を

広げる 

・保育園の生活の仕方を

知り、親しむ。 

○朝夕の身支度 

○トイレの使い方 

○食事の約束、手順 

○手洗いの仕方 

・生活したり、遊んだりするた

めのさまざまな方法に気付く。 

・生活の中で気持ちよく過ご

すための方法を知る。 

理解を

深める 

・生活の流れがわかり、身の回

りのことができることを喜ぶ。 

・保育者や友達と好きな遊びを

見つけ楽しむ。 

・自分の活動を楽しみにし、好

きな遊びを選択して遊ぶ。 
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＜各年齢の具体的な取り組み事例＞ 

３歳児 朝のしたくの場合 子どもが分かりやすいよう朝のしたくの手順を絵で示している。 

   

 

 

４歳児 出欠ボードの場合 

 子どもが毎日自分の写真を貼ることで、お互いの名前と顔を覚えていき、自分や友達がクラスの一員で

あることや仲間意識が育っていく。 

 

 

 

 

 

 

５歳児 朝のしたくの場合 

進級後、朝のしたくの手順等は大きく変わらなかったが、文字だけで

はなく、写真等の視覚で把握ができるものがあったことで、手順がまだ

よくわからない子どもにとっては、「自分でできる」自信につながった。 

 

 

 

 

 

 

５歳児の 保育園の１日の掲示 

視覚化された手順や流れについては、子どもの発達の実

態に合わせて掲示の仕方を変化させている。 

 

 

 

 

 

５歳児 当番活動の取り組み 

                  

憧れの年長組への進級を「園の中の一番のリーダーだから自分でやる」と意

識し、１日の生活の流れを理解して自信を持って、戸惑うことなく過ごしてい

る。当番活動は「人の役に立つからやりたい」と自分たちでやることを決め、

１年を通して行うこととした。 

 

 

 

Ａ園では：３週間くらいは出席ボードの写真をポケットに入れた

り遊びに使ったりしていたが、その後は本来の使用方法を理解し

ていった。 

Ｂ園では：子どもから出席ボードが欲しいという話が出た。担

任が替わり写真が無いこと、自分たちも大きくなって顔が変わ

ったという意見が出て撮り直す。１年前の自分と今の自分の写

真を見比べて喜んでいた。 

Ａ園では：子どもが実践している姿を写真

で掲示した。友達が写っていることを喜ん

で見て真似ていた。 

毎日、出席人数を園長先生に報告する「にんずう当番」の実践 
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サークルタイム ３歳児 

クラス全体が落ち着かないこともあったが、日課としてサークルタイムを行い、信頼関係が深まる

ことで自分の気持ちを思いのままに表現し、保育者との間での思いを伝える楽しさ、聞いてもらえるう

れしさを積み重ねていく中で、友達や保育者、自分がクラスの仲間であることを理解していった。 

 

 

 

サークルタイム ４歳児 

みんなで考えたり、確認したり、自分の思いを伝えることの楽しさ、聞いてもらえる喜びを味わい、

それまで発言できなかった子どもが発言できるようになってきた。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

サークルタイム ５歳児 

クラスの一員として、みんなと一緒に過ごすことを喜び、それぞれの参加の仕方で集団の中にいる

子どもが多くなってきた。 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ａ園では： 

初めは対面でゴザに座って行っていたが、子ども

たちから４歳児と同じようにやりたいという声が

あがり、椅子を使用して丸くなって行っている。

出席ボードもサークルタイムで使用している。 

Ｂ園では： 

子どもたちは自分の名前を呼ばれることをとても喜ぶ。

保育者にとって新たな発見であった。 

Ａ園では： 

友だちや保育者に話すこと、聞いてもらうこと

のうれしさを感じられるようになってきて、自

分なりに考えたり伝えたりする姿が出てきた。 

Ｂ園では： 

集まる人数、時間、場所、形など、子どもた

ちの姿に合わせて無理なくはじめた。 

Ａ園では： 

一人ひとりが得意なこと、自分

の遊びで満足したこと等を発表

する場として楽しんでいる。 

Ｃ園では： 

年長クラスということで様々な場面で張り切

る姿が見られ、サークルタイムでの意見も活

発に出せるようになった。 

Ａ・Ｂ・Ｃ園共にサークルタイムを経験する

ことで、その時間は自分の思いを伝えたり、

友達の意見を聞いたりする場と捉えるように

なっていった。 

Ｂ園では： 

子どもたちが気づいたことや自分の思いを言

葉にする場としている。 
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②「テーマ 色・形」【考えることの発達】の事例 

平成27年度 中島根保育園の５歳児クラスでの実践 

遊びの中で『形』を用いて遊び、学んだ。まず積み木を袋に入れ、目には見えない状態で触らせ

てみた。「長い」「四角い」「棒みたい」「丸い」などの言葉が聞かれた。次に、積み木を袋から出し

て見てみた。触ったときの自分のイメージと実際に見たときの違いや一致に気づく子がいた。 

 そんな体験をした後に形の名称を知らせると「球！」「円柱！」と覚えて楽しそうに日常で用い

て話す子が多く見られた。そして、身近な生活の中の形に気づくようになったのである。毎日の風

景が、視点が変わったことで発見と気づきの連続になった子どもたち。世界は形であふれているこ

とを知った瞬間であった。 

色については、原色、等和色(原色：赤・青・黄のうち、２色を等分に混ぜ合わせた色で、紫・

橙・緑の３色)、濃い色、薄い色、明暗などを目で見て実感した。色の薄い順、濃い順に並べた

り、光に当てたりして考えていた。 

２か月かけて、色・形について遊びながら概念を学んできた中、三次元の形を扱うことで、見る

人や角度によって見方が変わることを発見することができた。そして、最後にそれらを使って分類

をしてみた。すると保育者が思った以上に子どもたちの育ちが見えてきた。 

  

＜事例＞ 

青・赤・黄色の積み木、フープ、マジック、色鉛筆、ボンドの容器、空き箱、植木鉢、鉛筆立て、

ボール、絵本、折り紙などを用意する。マット３枚を用意し「ここにあるものを同じ仲間同士で分け

てほしいの」と子どもたちに投げかけてみる。すぐに数名の手が上がる。そのうちの一人が行う。３

枚のマットをすべて使い、丸、三角、四角の形に分類した。ほかにも「色」「高さ」で分類する子と

様々だった。一人が分類している最中も周りで見ている子どもたちは「もしかしてあれかな？」と予

想をたて、分類しているものを見て「あっ！ちがったみたい！なんだろう？」と自分の予想と違うこ

とに更に考えることをしたり、友だちの分類が予想外なのか「すごい」と驚いたりしていた。 

「転がるものとそうでないもので分けた」という子に、「転がらないもの」の中に円柱を見つけて

「これは転がるよ」と実際に転がしてみせるなど発見もあった。「用途」「素材」「明暗」等それぞれ

の子どもたちなりの分類の仕方があった。 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜担任の考察＞ 

日々のサークルタイムの中でたくさんのことを話し合ってきた。子どもたちは話し合いでイメー

ジの共有をする。イメージを共有することを大切にしながら、一人ひとり違いがあることもわかっ

てくる。人と自分の気持ちは違うこと、違うことはいけないことではない。違うからこそ自分の思い

は言葉で伝えないとわからないし、違っていて良いことなどがわかってきた子どもたち。 

プロジェクト活動でも、行事をすすめる時でも、意見の食い違いをたくさんの議論の中で解決して

きた。今回の「色・形」の中で分類をすることにより、一人ひとりの考えることが良く分かった。同

時に一人ひとりの見方によって考えが様々あること、その一つ一つが間違いではないことを視覚に

より理解したようである。 

この活動を通して多角的な物の見方をすることを獲得したように感じる。 

高さで分けたよ 

色で分けたよ 
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モデル園での実践活動報告から 

保育者からは「テーマと取り組み内容が明確化されたことで、日課、環境構成、教材選択等につい

て保育者が深く話し合うようになり子どもの理解につながる」という意見があり、各保育者の意識

に変化が見られるなどの成果があった。子どもには「さまざまな見方が出来ることを知る中で、物事

を多角的に考える力」「言葉で表現する力、他者の話を聞く力」「考える力」などが向上する姿がみら

れた。 

  

参考３ 平成27年度研修一覧 

研修等の名称 講師名 テーマ 対象 

乳児 
和洋女子大学助教 

伊瀬 玲奈氏 
発達にあわせたあそび 公私立園 

保育者 

保育力向上 
千葉大学准教授 

砂上 文子氏 
保育の内容と質 公私立園 

保育者 

幼 児 
明治学院大学特命教授 

赤石 元子氏 

「聞く力」「話す力」を育てる 

３,４,５歳児の発達を捉えた保育を考える 

公私立園 

保育者 

音楽フォローアップ 

研修 

東京藝術大学 非常勤講師 

今野 貴子氏 

意欲創造プロジェクト「音楽活動」の継続的

な推進に向けて 
区立園 

音楽研修 

「音楽を通して乳幼児と

関わる意義とその方法」 

東京藝術大学 非常勤講師 

今野 貴子氏 

音楽を通して乳幼児の表現をひきだした

り、乳幼児とコミュニケーションをとった

りする意義や可能性について考える。教育・

保育現場でどのように楽器や音楽を扱えば

よいのか、どのような配慮が必要なのか、そ

の具体的な方法について考察する。 

公私立園 

保育者 

ＣＯＴ 日本ｺｱｺﾝﾃﾞｨｼｮﾆﾝｸﾞ協会 

認定講師ﾏｽﾀｰﾄﾚｰﾅｰＡ級 

谷 晴代氏 

乳児期の運動あそび 私立園 

教 養 
プロ・ナチュラリスト 

佐々木 洋氏 
自然分野での専門性を高める 公私立園 

保育者 

非常勤職員 
和洋女子大学助教 

伊瀬 玲奈氏 

愛着形成 

子どもの丁寧な関わり方とは 
区立園 

保育内容充実と園経営 こどもみらい園 園長 

齊藤 幸枝氏 

これからの園経営 

～施設長としての役割～ 

公私立園 

保育者 

実技 (自主学習会) 大谷田第一保育園 保育士 

吉田 洋子氏 
手作りおもちゃ 公私立園 

保育者 

人権研修 
帝京科学大学准教授 

林 友子氏 
乳幼児の人権 公私立園 

保育者 

Ａエリア研修 
明治学院大学特命教授 

赤石 元子氏 
子どもの学びの芽を見とる 公私立園 

保育者 

Ｂエリア研修 聖心女子専門学校 

保育科専任教員 

岡部 佳子氏 

続・子どもの主体的な遊びの満足感をみと

る 

公私立園 

保育者 

Ｃエリア研修 新渡戸文化短期大学 

非常勤講師 

井上 さく子氏 

「子どもの心に寄りそう保育」 

専門性に基づく環境構成の実践 

公私立園 

保育者 

Ｄエリア研修 
青山学院女子短期大学 

教授 岸井 慶子氏 

２・３歳児の遊びを通して 

保育者の関わりを学ぶ 

公私立園 

保育者 

Ｅエリア研修 東京成徳大学教授 

永井 由利子氏 

主体的に遊ぶ幼児の育成を目指して 

子どもの遊びをどう見るか 

～園庭遊びに焦点をあてて～ 

公私立園 

保育者 

和洋女子大学助教 

伊瀬 玲奈氏 

一人ひとりが大切にされる保育 

乳児の遊びから子ども一人ひとりを知る 

公私立園 

保育者 

移行期教育研修 足立区教育指導室 

飯田統括指導主事 

移行期の学びを考える 

～幼保小連携活動はどのように 

活用されているか～ 

公私立園 

小学校 

 



数値：足立区全体の％

最高値 最低値 最高値 最低値 最高値 最低値 最高値 最低値 最高値 最低値

100.0%82.1% 12.6% － 3.2% － 3.6% － 2.1% －

最高値 最低値 最高値 最低値 最高値 最低値 最高値 最低値 最高値 最低値

100.0%75.8% 14.7% － 5.3% － 4.8% － 2.1% －

最高値 最低値 最高値 最低値 最高値 最低値 最高値 最低値 最高値 最低値

100.0%78.9% 12.9% － 8.4% － 7.9% － 1.6% －

最高値 最低値 最高値 最低値 最高値 最低値 最高値 最低値 最高値 最低値

97.7% 72.6% 24.2% 1.2% 3.2% － 2.5% － 1.6% －

最高値 最低値 最高値 最低値 最高値 最低値 最高値 最低値 最高値 最低値

94.0% 67.2% 20.0% 4.2% 9.0% － 11.5% － 2.2% －

最高値 最低値 最高値 最低値 最高値 最低値 最高値 最低値 最高値 最低値

100.0%72.6% 14.7% － 8.4% － 4.2% － 1.7% －

最高値 最低値 最高値 最低値 最高値 最低値 最高値 最低値 最高値 最低値

100.0%68.4% 23.2% － 8.4% － 1.8% － 1.7% －

最高値 最低値 最高値 最低値 最高値 最低値 最高値 最低値 最高値 最低値

97.8% 74.7% 15.8% 2.2% 7.4% － 7.8% － 1.7% －

最高値 最低値 最高値 最低値 最高値 最低値 最高値 最低値 最高値 最低値

96.0% 63.2% 28.4% 4.0% 7.4% － 5.8% － 1.7% －

最高値 最低値 最高値 最低値 最高値 最低値 最高値 最低値 最高値 最低値

100.0%73.2% 26.8% － － － 7.4% － 6.0% －

最高値 最低値 最高値 最低値 最高値 最低値 最高値 最低値 最高値 最低値

100.0%69.0% 23.8% － 12.5% － 26.8% － 6.0% －

最高値 最低値 最高値 最低値 最高値 最低値 最高値 最低値 最高値 最低値

95.9% 74.5% 20.0% 1.9% 4.6% － 2.1% － 9.8% －

最高値 最低値 最高値 最低値 最高値 最低値 最高値 最低値 最高値 最低値

90.8% 50.0% 42.6% 6.9% 7.8% － 7.4% － 4.9% －

最高値 最低値 最高値 最低値 最高値 最低値 最高値 最低値 最高値 最低値

98.0% 61.9% 27.0% － 4.8% － 5.6% － 5.9% －

参考４　保護者アンケート集計（H28.7）

乳
　
児

給食を楽しみにしている。
また、給食を通して食に対
する興味・関心をもつよう
になった。

74.4% 19.0% 2.8%

0.0%

87.0% 11.8% 0.6%

2.6%
幼
　
児

3.2%

1.0%91.0% 0.5%

12.2%

6.5% 1.0%

0.6%

1.0% 0.7%

1.2%

1.5% 0.3%

0.9% 1.5%0.2%
毎日、楽しく登園してい
る。

基本的な生活習慣（挨拶・
着替え・食事等）が身に付
くようなかかわりをしてい
る。

0.3%

87.8% 7.7% 0.6% 0.7%

1.5%

85.2%

1.6%

90.6%
保育者は、適切な言葉かけ
や対応を行っている。

子育てに関する相談等がし
やすい。

給食を喜んで食べているよ
うだ。

81.3% 15.3%

7.0%

保育者は、子どもの状況を
良く理解し、適切な対応を
している。

93.6% 4.7%

90.8% 6.9% 1.3% 0.4%

86.5% 11.5% 1.5% 0.2%0.3%

0.6%

0.2%

81.9%

0.4%

4.3%12.0% 1.5% 0.3%

4.3% 0.2%

0.5%

1.5% 0.2%

91.4% 6.2% 0.5% 0.3%1.6%

園
目
標
園目標に共感できる。

その他わからない

95.4%

保育者は、園での活動や子
どもの様子等、わかりやす
く知らせている。

3.4% 0.1% 0.6%

93.8%

項目 内　　　容
評　価

そう思う どちらともいえない そう思わない

保
　
育
　
内
　
容

子どもの年齢や発達に適し
た遊びを行なっている。

子どもの遊びや生活環境に
ついて工夫や配慮がされて
いる。

園だよりやクラスだより等
は、わかりやすく知りたい
内容である。

避難訓練や不審者対応等、
安全面に配慮されている。

保
育
者
の
か
か
わ
り

保育者は、子どもの発達や
性格、長所、その時の子ど
もの気持ちを大切にしたか
かわりをしている。
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ブロック 小学校 幼稚園・こども園 保育園（認証含）

鹿浜　江北白百合
鹿浜愛育

足立つばめ　足立みどり
舎人　とねり伊藤

元宿　足立　聖和　中条
千住寿

舎人第一　舎人
古千谷　足立入谷

おおやた　東京いずみ
黒川　六木

弥生　足立
弘道　弘道第一

竹の塚　中島根　渕江
渕江第一　西保木間
保木間

佐藤　福寿院　はなぞの
本行寺第二伊興

鹿浜五色桜　鹿浜第一
北鹿浜　皿沼　鹿浜西
新田

東伊興　伊興　西伊興
栗原北　西新井第二

亀田　栗原　関原　梅島
島根　梅島第一
梅島第二

長門　綾瀬　東加平
東渕江　北三谷　大谷田
東綾瀬

中川東　辰沼　中川
中川北　六木

足立サレジオ　東京白百合
江北さくら

足立愛育　足立双葉　興南
西新井　黒田　第一若草

梅島　こだま　満願寺
橘　専念寺　八千代

弘道　五反野　春光　城北
のぞみ

足立白うめ　親愛
チェリー　美松学園
聖フランシスコ

杉の子　石鍋　花畑八千代

小倉　竹塚　ふちえ
保木間

2 江北　高野　扇　宮城

興本　西新井第一
西新井　本木　寺地

青井　栗島　平野
加平　東栗原

花畑第一　花畑西
花畑　桜花　花保

7

あおい　足立つくし　栗島

6

参考５　平成27年度　幼保小連携ブロック別一覧

1
千寿　千寿本町
千寿双葉  千寿常東
千寿桜　千寿第八

3

5

4

第二日ノ出町　千住あずま　緑町　せきや
日ノ出町　千住　Ｊキッズルミネ北千住
クレアナーサリー千住大橋　ステラ千住
あい保育園千住大橋　うぃず千住大橋駅前
うぃず千住曙町　たんぽぽ保育所北千住
ぽけっとランド千住曙町

上沼田　宮城　さつき　江北　三星

興本　本木　本木東
興野　西新井教会　西新井聖華
いづみ　扇こころ　チェリッシュ西新井

梅田　中部ひまわり　足立ひまわり
島根 うめだ「子供の家」
栗原つくし　親隣館
島根いちい　西新井きらきら
西新井きらきら「分園」

13

11

8

10

12

9

伊興　西新井　清水　伊興すみれ
ｉ－　たんぽぽ保育所竹の塚
伊興大境　うぃず西新井

加賀　第三上沼田　新田わかば 沼田
谷在家　新田　太陽　ココロット
新田おひさま　新田さくら
新田三丁目なかよし

いりや第一　いりや第二　聖

中央本町　弘道　五反野
西綾瀬りりおっこ　やよい　高和
子ひばり

あやせ　東綾瀬　北綾瀬聖華　東
足立若葉　隅田学園　チェリー
東部若葉　聖母のさゆり　どんぐり
東綾瀬きらきら　コンビプラザ綾瀬
東和 チェリッシュ綾瀬　あやせババール

大谷田第一　大谷田第二　辰沼　六木
神明町　チェリッシュ北綾瀬

東栗原　平野　青井
たんぽぽ保育所六町

花畑　花畑桑袋　東花畑　南保木間
六町あづま　愛隣　東保木間
六町駅前

北保木間　竹の塚北　中島根
西保木間　水神橋　竹の塚　保木間
渕江　ちゃいれっく竹ノ塚駅前
ミルキーウェイ竹の塚
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参考６ 平成27年度 幼保小交流活動状況 

 幼稚園・保育園、小学校の交流活動については、双方の創意工夫により、年々、活動内容は深ま
っている。ブロック会議に参加している園は、学校行事への参加等を含めると概ね何らかの交流活
動を実施していた。 

１ 交流活動の取組状況 

 （１）実施校数、実施園数 
   ① 幼稚園、保育園などと交流活動を実施した学校数：全６９校中 ６８校 
     ※全６９校で交流活動を計画していたが、降雪等により中止となった活動があった。 
   ② 小学校と交流活動を実施した園数：全１６５園中 １３８園 

 （２）主な活動内容 

①子どもの交流（園から学校へ） 
学校体験 園数(延べ) 
ａ 体験給食(※) １２５ 
ｂ 体験授業 ９３ 
ｃ 学校体験 ７９ 
ｄ 図書室利用 ３９ 

学校行事への参加 園数(延べ) 
ｅ 運動会 １４ 
ｆ 音楽会 ２５ 
ｇ 学芸会 １７ 
ｈ 展覧会 ２７ 
ｉ 子ども祭り １０ 
ｊ その他 ３６  

②職員の交流 
園から学校への交流 園数(延べ) 
 ア 交流研修 ８８ 
 イ 学校公開 １２７ 
 ウ 授業参観 ６２ 
 エ その他 ５０ 
学校から園への交流 学校数(延べ) 
 ア 交流研修 ９０ 
 イ 公開保育 ４４ 
 ウ 保育参観 ８４ 
 エ その他 ２７ 

 
 

 ※ 体験給食を実施した園の内訳と参加園児数 
実施園 実施園数 参加園児数(延べ) 

区立保育園・区立認定こども園 ３９ 
３,６９０ 私立幼稚園 ２４ 

私立保育園 ４５ 
認証保育所 ７ 

    ※ 体験給食を実施した学校数：６３校（延べ実施校 １２５校） 
 
２ 交流活動の成果と課題 
成果と課題については、例年挙げられている内容であったが、子ども同士の交流活動において

は、園児にも小学校の児童にも貴重な体験であるとの声が多く挙げられていた。 
    交流活動を深めていくためには、校長・園長同士の日常的な関わりや職員同士が互いに知り合
うことが重要なポイントであると考える。 

（１）成果 
 ① 園児は、小学校就学に対しての不安解消や期待を膨らませる良い機会となった。 
 ② １年生は、自分の成長を振り返る機会となり、成長を感じることができた。 
 ③ 小学校の児童は、新1年生を思いやり、上級生として相手を思いやる気持ちが生まれた。 
 ④ 職員の交流は、双方の指導内容等の理解につながった。 
⑤ 職員同士が知り合うことにより、スムーズな情報共有が出来るようになった。 
⑥ 双方の指導内容を理解することで、子どもへの対応に役立てることができた。 

（２）課題  
 ① 交流を行う園数や園児数が多い場合は、実施時期、場所等の調整が必要である。 
 ② 就学を意識するのに適している１・２月はインフルエンザ等の流行する時期であり、一

度中止になるとその後の調整が出来ない状況である。 
 ③ 連携先の固定化傾向や少数の５歳児が在園する園との交流については工夫が必要である。 
④ 交流活動を積み重ねても、人事異動等により活動の引き継ぎが行われていないことによ

り、継続されない場合がある。 
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参考７ 

 就学前教育にかかわる区の方針等 

平成15年度 「あだち幼児教育振興プログラム」 策定 

平成16年度 「未来を創る足立っ子すくすくガイド」 発行 

平成18年度 幼保小連携ブロック会議の全区実施 

平成19年度 「あだち幼児教育振興行動計画（Ｈ２０～２４）」策定 

平成21年度 「たくましく生き抜く力を育む 足立っ子 すくすくガイド」改訂版 

       家庭版リーフレット」作成 

        おおむね６ヶ月未満 

おおむね１歳３ヶ月から２歳未満   保健センターでの健診時に配付 

        おおむね３歳児  

        おおむね５歳児         → ５歳児在籍の就学前施設で配布 

          

平成22年度 区立園の自己評価開始（保護者評価導入） 

平成23年度 「あだち５歳児プログラム」策定 

小学校教諭と幼稚園教諭・保育士との交流研修開始 

平成24年度 「あだち５歳児プログラム」改訂 

「あだち５歳児プログラム家庭版」作成  

平成25年度 区立園に「意欲創造プロジェクト」を提示 

平成26年度 「あだちのプロジェクト型保育」モデル実践開始 

平成27年度 「あだち５歳児プログラム家庭版」改訂 
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４ 点検・評価報告書 

 

１ 取り組みから見えてきた成果と課題 

  これまで、福祉に位置づけていた保育園を教育委員会へ編入したことは、０歳から 15

年間を見据えた教育・保育の実現体制として高く評価できる。 

 保育園園長会において、園長に向けて、教育委員会から小学校の状況を知らせることで、

幼児期の教育・保育が基礎となること、その上で保育過程に沿った教育・保育を実践する

ことが質の高い教育・保育に通じることが認知され、その保障の必要性の理解を得られる

ことになった。そして園長会を情報発信の場だけではなく、研修内容や園運営の検討会と

して位置づけが変わったことが、園長の育成に効果を現している。 

ここでは、次の４つの視点から成果と課題を述べる。 

 

（１）園訪問を通した指導支援 

①成果（課題への気付き） 

就学前教育推進課（旧・幼児プロジェクト推進担当課）のエリア担当職員による保

育観察と助言・指導は、これまで第三者による保育観察並びにそれに基づく助言・指

導の経験がなかった区立園には戸惑いがあったと思われる。（幼稚園のような学校教育

に含まれる場合には、このような研修は当然であるが、福祉に属している保育園には

研修自体、義務ではなかったからである。） 

しかしながら、エリア担当による保育園訪問は、区全体の視点から保育観察を行い、 

助言・指導できたことで区立保育園の保育の質の向上に寄与し、保育の課題について

対応することができた。保育研修の重要性は、当然ながら日々の保育の中で行われる

ことにある。第三者による指摘から自分たちの保育実践の課題に気付き、保育の質が

高まる機会となった。初めは戸惑いが見られたが、現在では、研修の必要性を認識

し、意味深い研修となっている。 

 

②課題（園内研修体制の構築） 

今後は、エリア担当の保育観察並びに助言・指導だけではなく、園内の相互に保育

観察を行い、学び合うことのできる園内研修の体制の構築が必要である。そのために

は、余裕のある保育者の人員確保が必至となるであろう。 

 

（２）具現化した活動内容（意欲創造プロジェクト、あだちのプロジェクト型保育）につい

て 

①成果 

（ア 担当制保育の区立園全園実施） 

「意欲創造プロジェクト」について各園は、園の保育計画の項目を意識して計画的

な保育実践が行われている。その成果として、特に重点を置いている愛着形成では、
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保護者に対するアンケートで、乳児クラスの保護者から「保育者は、子どもの状況を

よく理解し、適切な対応をしている」と回答を受けたのが93.6％であり、高い評価を

得ている。愛着形成のために担当制を採るのは、現実には非常に困難なことが多く、

取り入れたくても取り入れることができない保育園が多くある中で、足立区の区立園

においてはいち早く担当制を取り入れ、その成果が上がっている。 

なぜ、担当制が好ましいかというと次の研究からである。 

乳児の研究の歴史はまだ浅い。1970年代になってから初めて、胎児や新生児の研究

が行われるようになった。中でも、子どもの発達の上で重要なのは、「特定の大人」と

の応答的な関わりであることが明らかになったことである。 

一人の乳児にとって、特定の大人（主としては母親）との応答的な関わりが、その

後の子どもの成長に非常に大きく作用することがわかったのである。心理学者の岡本

夏木は、生後１か月で特定の大人がわかるという。たった１か月と思うが、その間に

交わされる数えきれない人間的なやりとりこそが、「子どもとその親」という特定の組

み合わせを誕生させるのである。 

（イ 担当制保育と愛着形成） 

このような特定の大人がいる子どもは、不安になったらいつも関わっている大人の

ところに戻り、安心感を得ることができる。そうすると、再び自分自身で行動しよう

とする。この結果から、子どもが幼い時期は、なるべく特定の大人による保育が重要

であることが言われるようになったのである。「特定の大人」から安心感を得る体験を

した子どもは、親ではない他の大人を信頼することが可能で、他の人とのコミュニケ

ーション能力が高いことも明らかになっている。 

このように乳児期の愛着形成がその後の発達や行動に関係があり、安心して成長で

きる基礎を確立していると言える。敢えていえば、働く保育者にとっては休みにくい

という困難さがあるのが問題であり、この困難さをいかに克服していくのかが課題で

あろう。だが、足立区全園で実施していることは非常に高く評価できる。 

（ウ 「あだちのプロジェクト型保育」のモデル実践） 

「あだちのプロジェクト型保育」のモデル実践の報告から、子どもたちの成長する

姿を丁寧に見ることで子ども理解が深まり、子どもに学びの基礎が育まれている姿を

捉えることができた。サークルタイムにおいての事例報告からは、毎日行うことの重

要さを知ることができる。子どもたちが、他の子どもの顔を見ながら年齢に応じた活

動を行うことで、３歳、４歳、５歳へと発達に応じて活動が深まっていることがわか

る。また、子どもも保育者もサークルタイムの活動が充実していることがわかる。こ

れらの実践報告は、どのように子どもが話し、行動しているのかを具体的に示すこと

が重要である。子どもの活動は止まるわけではないので、ともに活動している保育者

の確かな記録がもっとも基本となる。保育後の保育記録こそがその証しである。子ど

もがどのように成長しているのかを、他の保育者や保護者に伝えるには、保育者によ

る保育記録が必要である。保育の質を高めるためにも、保育記録が十分に取れるよう

な時間の確保が望まれる。 



20 
 

今回は、モデル園での実践であり、園内での研修のあり方は園長のリーダーシップ力

に負うことが大きいこと、保育者に子どもの発達を理解する力やファシリテーターとし

ての能力が不可欠であることがわかった。この取り組みは、保育者と子どもの双方に良

い保育方法であるために、今後は各園の状況を踏まえながら、実践園を増やしていくこ

とが課題である。 

 

②課題（質の高い統合保育の研究） 

平成 28年度に発達支援児の入園枠が撤廃されたことで、区立園には特別支援が必要

な子どもが３割を超えるクラスがあるなど、これまで経験したことがない統合保育を実

践している。こうした中、今後も特別支援が必要な子どもが集中することが予想される

園では、質の高い統合保育の研究の場としていくことを考えたい。そのためには、まず

は統合保育を実践している他の地域の保育施設を見学に行ったり、該当する保育施設の

保育者による観察、指導を得たりする必要がある。そのための研修に関して計画をする

必要がある。 

 

（３）職員の資質能力向上のための研修について 

①成果（深い学びと見直しの実践） 

高い保育の質を担保するためには、保育者をはじめとする職員（保育士、栄養士、

看護師等）の研修が欠かせない。まず、保育者の資質能力向上の核として、子どもの

年齢別検討会は、園長が指導者となり、学びを深めている。また、エリア研修では、

テーマに沿って学識経験者の指導により、保育実践を考える機会となり、日々の保育

に生かされている。現在の学識経験者は、いずれも保育実践経験者であり、保育実践

を基本に研究をして、大学等で学生を指導している優れた人たちであり、保育者たち

は深い学びができていると思われる。それは、保育の見直しをした結果、子どもの発

達に合わせた園庭の改造や保育室の環境整備等に顕著に現れている。 

保護者へのアンケートでは、「子どもの年齢や発達に適した遊びを行っている」と回

答した保護者が93.8％、「子どもの遊びや生活環境に工夫や配慮がされている」と回答

した保護者が91.4％といずれも高い評価を得ている。これらの保護者の回答からは、

保育実践の研究をしている保育者の実践そのものが、子どもを通じて保護者に理解さ

れていることがわかる。 

 

②課題（学びの継続と共有） 

一方で、子どもの年齢別の学びは、保育者が担当クラスを替わると研修で得られた

内容が引き継がれていないことがあり、園内での学びの継続や共有が課題である。厚

生労働省では、保育者のキャリアパス※の研修の構築を行っているが、園内での共有の

あり方が明確にされなければ、研修の意味が半減すると言えよう。 

また、エリア研修や子どもの年齢別検討会の企画運営を園長が行ってきたが、継続

的な人材育成の視点から、今後は園長昇任を見据えた職員を園内研修のリーダーと位
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置付け、育成を行っていく必要がある。これは厚生労働省のキャリアパスの考え方と

一致する。 

保育園の職員は、保育士だけではない。保育士と栄養士や看護師や調理員等の人々 

と共に運営されていることを忘れてはならない。それぞれの職員の研修も大事である。 

それぞれの職種は異なるが、一つの園を皆で運営しているという自覚を持ち、協力し

て、連携していることを忘れてはならない。この連携が、保護者への支援の際には大

きな力となる。各専門の研修を行うことはもちろんのことであるが、交流をしていく

ことも重要である。それぞれの専門性を活かしながら、共有することが一つの保育園

を運営していく際に必要だからである。保育士だけではなく、看護師も栄養士も調理 

員も共に、同じ考えで子どもを保育し、保護者を支援することができるようにしたい。 

※ キャリアパス 

   キャリアアップの道しるべ。ある職位や職務に就任するために必要な一連の業務経験とその順

序、配置移動のルートの総称。 

 

（４）幼保小連携活動について 

①成果（相互理解と影響） 

幼保小連携活動は、活動内容も充実し、地域の実態に合わせて特色のある活動が展開

されている。保育園の幼児が就学前に何度も小学校に行くことで不安が低くなり、小学

校の教員も、幼児を知ることで具体的な方法を考えることもでき、双方にとって良い効

果があることが明らかである。 

あだち５歳児プログラムを体験した幼児は、興味関心がある対象に対しては、一生懸

命に聞き、主体的に活動に取り組むことができる子どもたちである。すでに、小学校か

らは、「１年生が落ち着いてきている」と言われていることが、その証拠であろう。 

 

②課題（連携の停滞） 

しかし、担当者の人事異動により、幼保小の連携の活動が停滞したり、連携活動に参

加しない私立保育施設が固定化する地域がある。これは、大きな課題である。現代ほど

保幼小の連携が叫ばれている時代はないのに、これを実践しようとしない施設は問題で

ある。区内のすべての保育施設は小学校との連携をすべきである。この連携については、

保育所保育指針にも掲げられているので、これをしない施設は教育委員会が指導に当た

らなければならない。また、保育施設が非常に増えてきているので、新しい保育施設に

対しても、教育委員会は指導的な立場をとることが望まれる。 
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２ 今後の方向性 

（１）教育・保育の質を高める研修 

①研修機会の充実 

幼い子どもの教育・保育が重要であることは、今に始まったことではなく、足立区で

は「子ども家庭部」を教育委員会の所属にした。「子ども家庭部」は福祉の分野であった

が、教育委員会に入ったことで教育の分野となった。日本がＯＥＣＤ加盟国の中で、就

学前の教育に対する支出が最低であることが指摘されて数年であるが、いまだに改善は

見られない。足立区教育委員会の予算が増加することは、一人ひとりの子ども自身の将

来に関わっていくことにつながる。 

足立区立園の教育・保育を見直していくと、園長のリーダーシップと保育士やその他

の職員の資質能力向上が重要であることがわかる。保育の質を高めるためには、教育委

員会として向上のための研修の機会を設ける努力が必要であることは言うまでもない。

現在は、区立園が中心で行われているさまざまな活動であるが、これを私立の幼稚園、

保育園、認定こども園、小規模保育などの保育施設等に広げていかなければならない。

足立区全体の教育・保育の質を高めるために、研修が実現するようにしなければならな

い。 

 

②研修環境の整備 

そのためには、「足立区教育・保育研修センター」を立ち上げ、区立の職員だけではな

くその他の保育施設で働いている職員が研修できる機会を作るのはどうだろうか。現在、

各園に訪問して指導している教育委員会事務局の職員を核にして、外部講師とともに保

育の質を高める研修を行うのである。その際は、足立区内のすべての保育施設が実践の

場となるのが理想である。このセンターで研修することが、現場のキャリアパスの条件

としてもいい。また、統合保育や現在行っている活動の見直しなどがこのセンターで行

われていくことで、これまで足立区が取り組んできた教育・保育の実践を踏襲していく

ことができ、さらに研鑽していくことができると考える。 

 

（２）ソーシャルワーカーとの連携による家庭支援 

①保育園と家庭との連携 

最後に、足立区の教育・保育の質を高めるためには、子どもの保護者との連携を強い

ものにしなければならない。連携を強くするということは、保育園と保護者との強い信

頼関係が必要だということである。子育てに不安を感じている保護者が非常に多いと同

時に、反対に子育てには無関心な保護者も多い。このように相反する保護者がいるとい

う現実は、この信頼関係を築くことが困難であることを意味している。保護者だけでは

なく、保育園では地域の子育て家庭への支援をも請け負うという責任ある役割が与えら

れている。保育園の保護者だけではなく、その地域で子育てをしている保護者の支援を

どのようにしていくのかは、教育・保育の質を高くする上で同時に考えていかなければ

ならない。子どもは毎日、家庭に帰り、家庭での時間を過ごす。保育園と家庭との連携
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が不可欠なのだが、連携をとるのが難しい場合もある。難しい家庭への支援を具体的に

実践できるような方策を作成しなければならない。 

 

②ソーシャルワーカーの活用 

小学校以上の義務教育では、ＳＳＷ（スクールソーシャルワーカー）が入り、効果を

上げているが、保育園の段階から、必要な家庭にはソーシャルワーカーとともに保育士

が支援をすることが大切だと考える。日常的に関わりのある保育士と保護者は信頼を築

きやすい。保育園がソーシャルワーカーと協力することで、保護者が心理的に安定し、

子どもの存在を肯定的に捉えることができるようになり、家庭においても子どもと応答

的に関われる保護者に成長すると考えられる。保育園の教育・保育を検討する際に、保

護者をどのように支援するかという観点は、車の両輪のように絡まり合っていく必要が

ある。 

 

（３）実践のさらなる継続 

これまでの足立区の教育・保育の歩みを活かして、今後も実践していくことが重要で

ある。新しい方法を追い求めたりせずに、今現在行っている実践を足立区の全ての保育

施設に展開していくことが喫緊の課題であろう。たとえば、「５年間で足立区の８割の園

で実践する！」という目標を掲げて努力していきたい。乳幼児期の教育・保育が将来、

効果があったとわかるまでには非常に時間がかかる。即効性がある方法はないのである

から、じっくりと腰を据えて取り組んでいくことが肝要である。 
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